
252明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 51 号〕平成 26 年 11 月

「
貞
明
皇
后
実
録
」
の
編
修
に
つ
い
て

堀

口

　

修

は
じ
め
に

　

大
正
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
貞
明
皇
后
は
、
明
治
一
七
（
一
八
八
四
）

年
六
月
二
五
日
に
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
、
昭
和
二
六
年
（
一
九
五
一
）

五
月
一
七
日
に
崩
御
さ
れ
た
。
貞
明
皇
后
の
御
生
涯
は
、
あ
る
程
度

は
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
大
正
天
皇
同
様
、
詳
細
に
は
わ
か
ら
な
い

の
が
実
状
で
あ
る
。
し
か
し
、
側
近
者
達
の
発
言
な
ど
を
用
い
て
編

纂
さ
れ
た
も
の
（
（
（

も
あ
る
し
、
最
近
で
は
専
門
の
研
究
書
（
（
（

も
発
表
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
で
も
黒
澤
文
貴
氏
の
『
大
戦
間
期
の
宮
中
と

政
治
家
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
三
年
）「
第
一
章　

裕
仁
親
王
の
外

遊
と
結
婚
」
と
「
第
二
章　

裕
仁
親
王
の
結
婚
に
躊
躇
す
る
貞
明
皇

后
」
は
、
皇
太
子
裕
仁
親
王
の
外
遊
及
び
結
婚
問
題
に
お
け
る
貞
明

皇
后
の
政
治
的
な
側
面
に
焦
点
を
あ
て
て
、
そ
の
思
慮
深
く
、
且
つ

慎
重
な
対
応
を
な
さ
れ
る
皇
后
の
姿
を
詳
細
に
描
き
出
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
研
究
は
、
近
代
の
皇
后
の
研
究
が
確
実
に
深
ま
っ
て
い
る

こ
と
の
証
左
で
あ
る
。

　

右
に
み
る
研
究
は
、
史
料
的
な
面
で
の
不
便
さ
を
乗
り
越
え
つ
つ
、

皇
后
の
使
命
や
役
割
に
つ
い
て
新
た
な
光
を
あ
て
て
新
鮮
な
皇
后
像

を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
が
、
貞
明
皇
后
の
御
生
涯
を
知
る
根

本
的
基
礎
史
料
、
そ
れ
も
正
確
な
も
の
を
利
用
す
る
環
境
は
ま
だ
ま

だ
確
立
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
貞
明
皇
后
の
御
生
涯
を
正
確
に
知

る
史
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
宮
内
庁
書
陵
部
編
修
課
で
編
修
さ
れ
た

「
貞
明
皇
后
実
録
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
、
宮
内
公
文
書
館
で
公

開
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
実
録
の
編
修
は
、
昭
和
二
六
年
一
一
月
に
開
始
さ
れ
、
同
三

四
年
二
月
末
に
「
一
応
完
成
」
し
た
。
ま
た
御
年
譜
も
同
年
九
月
に

完
成
し
て
い
る
。
宮
内
庁
で
編
修
さ
れ
た
「
貞
明
皇
后
実
録
」
そ
の

他
は
、
皇
后
の
御
生
涯
を
知
る
上
で
、
最
も
信
頼
の
お
け
る
御
伝
記

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
貞
明
皇

后
実
録
」
の
編
修
経
緯
を
検
討
し
、
今
後
実
録
を
利
活
用
す
る
上
で
、
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少
し
で
も
役
に
立
つ
基
礎
的
な
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

本
稿
で
用
い
た
中
心
的
な
史
料
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
課
宮
内

公
文
書
館
所
蔵
・
編
修
課
「
貞
明
皇
后
実
録
編
修
録
、
貞
明
皇
后
実

録
史
料
目
録
、
貞
明
皇
后
実
録
関
係
3　

要
談
話
聴
取
者
名
簿
、
昭

憲
皇
太
后
実
録
関
係
、（
昭
憲
皇
太
后
）
実
録
関
係
照
会
綴
」（
識
別
番

号
二
七
六
一
五
）、「
貞
明
皇
后
実
録
関
係
1　

実
録
編
修
録
」（
識
別

番
号
二
七
六
一
三
）
で
決
し
て
多
く
は
な
い
。
そ
の
た
め
編
修
の
基

本
的
な
部
分
し
か
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
お
断
り
し
て
お

き
た
い
（
（
（

。
な
お
、
本
稿
で
は
右
の
史
料
か
ら
の
引
用
は
、
煩
瑣
を
さ

け
る
た
め
に
必
要
最
小
限
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
諸
賢
の
御
理
解

を
得
た
い
。

一
　
編
修
の
開
始

　

後
掲
の
「
貞
明
皇
后
実
録
編
修
事
業
終
了
報
告
」
に
よ
る
と
、

「
本
実
録
編
修
事
業
は
去
る
昭
和
二
十
六
年
八
月
、
貞
明
皇
后
崩
御

の
後
間
も
な
く
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
を
始
め
皇
族
方
の
御
追
孝
の
思

召
に
沿
つ
て
急
に
そ
の
立
案
を
行
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
つ
い
で
同
年
十
一
月
よ
り
最

低
五
箇
年
の
予
定
を
以
て
編
修
に
著
手
し
た
」（
傍
点
―
引
用
者
）
と

あ
る
。
そ
し
て
右
に
あ
る
「
急
に
立
案
」
し
た
も
の
に
関
わ
る
も
の

が
左
の
編
纂
要
綱
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
要
綱　
　
　
（
二
六
年
八
月
）

一
、
内
容
と
体
裁

　

1�

実
録
の
内
容
は
確
実
な
る
公
私
の
資
料
文
書
等
に
基
い
て
、

皇
后
御
一
生
の
御
起
居
行
動
以
下
公
私
の
御
生
活
一
切
を

叙
述
し
、
そ
の
他
御
風
尚
御
趣
味
御
教
養
等
御
人
格
を
彷

彿
せ
し
め
、
又
は
御
徳
を
偲
ぶ
に
足
る
逸
事
等
に
至
る
ま

で
も
之
を
収
録
す
る
。

　

2�

編
修
の
体
裁
に
は
編
年
史
料
体
、
編
年
叙
述
体
、
普
通
の

伝
記
体
の
三
種
が
考
え
ら
れ
る
が
、
一
応
英
照
皇
太
后
実

録
、
昭
憲
皇
太
后
実
録
（
未
定
稿
）
の
先
例
に
倣
つ
て
編

年
史
料
体
と
す
る
。

　
　

�

但
し
将
来
大
正
天
皇
実
録
の
体
に
則
つ
て
、
編
年
叙
述
体

と
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
改
め
て
案
を
具
し
て
お
伺

い
す
る
。

二
、
編
修
要
員

　
　

現
編
修
課
員（

五
名
）を
以
て
之
に
充
て
る
。

　
　

編
修
課
長
は
資
料
蒐
集
の
統
轄
と
本
文
の
執
筆
を
行
う
。

　
　

�

な
お
右
要
員
で
は
資
料
謄
写
等
に
相
当
の
手
不
足
を
生
ず

る
の
で
、
役
務
費
支
弁
に
よ
る
臨
時
補
助
者
を
、
そ
の
必

要
に
応
じ
て
使
用
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
（
別
途
予
算

要
求
）。

三
、
資
料
の
蒐
集

　
　

�
中
心
資
料
た
る
戦
前
の
皇
太
后
宮
職
表
日
記
全
部
が
戦
災

に
よ
り
焼
失
し
て
お
り
、
従
つ
て
根
本
の
資
料
は
す
べ
て
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同
職
の
奥
向
女
官
日
記
や
公
文
書
類
に
拠
る
こ
と
ゝ
な
る

が
、
こ
れ
と
同
時
に
旧
側
近
奉
仕
者
、
親
族
等
よ
り
談
話

を
聴
取
し
て
聞
書
を
作
成
し
、
又
行
啓
先
の
資
料
の
採
訪

を
行
う
。

四
、
期
間

　
　
　
　

五
ケ
年
と
す
る
。

　
　
　
　

第
一
乃
至
第
三
年
度

　
　
　
　
　

資
料
の
捜
索
蒐
集
と
そ
の
整
備

　
　
　
　

第
四
乃
至
第
五
年
度

　
　
　
　
　

�

実
録
稿
本
（
編
年
史
料
体
）
及
び
年
譜
、
御
逸
事
篇
等

の
附
録
類
の
編
纂
完
了

期
間
は
な
る
べ
く
短
縮
す
べ
き
で
あ
る
が
、
皇
室
制
度
史
の
調

査
も
続
行
す
る
関
係
上
、
経
常
要
員
を
以
て
は
最
低
五
ケ
年
を

要
す
る
。

　

こ
の
要
綱
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、
一
、
実
録
は
確
実
な
公
私
の

資
料
文
書
等
に
よ
り
御
生
活
一
切
を
叙
述
す
る
、
編
修
の
体
裁
は
編

年
史
料
体
と
す
る
、
二
、
編
修
要
員
は
現
編
修
課
員
（
五
名
）、
編

修
課
長
は
資
料
蒐
集
の
統
轄
と
本
文
の
執
筆
を
行
う
、
資
料
謄
写
に

は
臨
時
補
助
者
を
使
用
す
る
、
三
、
中
心
資
料
は
奥
向
女
官
日
記
や

公
文
書
類
と
し
、
そ
れ
に
旧
側
近
奉
仕
者
や
親
族
等
の
談
話
聴
取
資

料
、
行
啓
先
の
資
料
と
す
る
、
四
、
期
間
は
五
ケ
年
と
し
、
第
一
か

ら
第
三
年
度
は
資
料
の
捜
索
蒐
集
と
そ
の
整
備
、
第
四
か
ら
第
五
年

度
は
実
録
稿
本
（
編
年
史
料
体
）、
及
び
年
譜
・
御
逸
事
篇
等
の
附
録

類
の
編
纂
を
完
了
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
し
て
昭
和
二
六
年
九
月
八
日
付
で
主
計
課
の
要
求
に
よ
り
「
貞

明
皇
后
実
録
編
修
功
程
案
」
が
作
成
さ
れ
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

功
程
案
は
要
綱
よ
り
具
体
的
に
編
修
功
程
が
起
案
さ
れ
て
い
る
の
で

左
に
掲
げ
る
。

　
　
　

貞
明
皇
后
実
録
編
修
功
程
案

　

�　

昭
和
二
十
六
年
九
月
以
降
三
十
一
年
八
月
に
至
る
満
五
ヶ

年
を
以
て
、
編
年
史
料
体
実
録
を
編
修
す
る
予
定
で
あ
っ
て
、

そ
の
年
度
別
の
予
定
功
程
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

○
第
一
年
度
（
自
昭
和
二
十
六
年
九
月
至
二
十
七
年
三
月
）

　

一
、
資
料
蒐
集
…
…
…
…
謄
写
予
定
枚
数　

約
一
万
二
千
枚

　
　

1
、
公
文
書
類
（
17
枚
×
600
人
×
…
１０，２００
枚
）

　
　

2
、�

皇
太
后
宮
職
関
係
日
記
類
（
8
枚
×
2
人
×
175
日
…
２,８００

枚
）

　
　

3
、�

親
近
者
の
談
話
筆
記
（
謝
礼
20
人
分　

速
記
１,０００
円
）

　
　

4
、
そ
の
他
関
係
諸
記
録

　
　

5
、�

雑
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
（
100
円
×
50
冊
…
５,０００
円
）

○
第
二
年
度
（
自
昭
和
二
十
七
年
四
月
至
二
十
八
年
三
月
）

　

一
、�

資
料
蒐
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
約
二
万
枚

　
　
　
　
　

前
年
度
に
同
じ

　

二
、
資
料
副
本
類
の
作
成
（
２,０００
Ｐ
．）
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○
第
三
年
度
（
自
昭
和
二
十
八
年
四
月
至
二
十
九
年
三
月
）

　
　

一
、�

資
料
蒐
集
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
約
二
万
枚

　
　
　
　
　

前
年
度
に
同
じ

　
　

二
、
資
料
副
本
類
の
作
成

○
第
四
年
度
（
自
昭
和
二
十
九
年
四
月
至
三
十
年
三
月
）

　
　

一
、�

資
料
蒐
集
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
約
八
千
枚

　
　
　
　
　

前
年
度
に
同
じ

　
　

二
、
実
録
稿
本
の
編
修

　
　
　
　
　

御
誕
生
よ
り
東
宮
妃
時
代
及
び
皇
后
時
代

○
第
五
年
度
（
自
昭
和
三
十
年
四
月
至
三
十
一
年
三
月
）

　
　

一
、
実
録
稿
本
の
編
修

　
　
　
　
　

皇
后
及
び
皇
太
后
時
代

○
第
六
年
度
（
自
昭
和
三
十
一
年
四
月
至
同
年
八
月
）

　
　

一
、
実
録
稿
本
の
完
成

　
　

二
、
御
年
譜
、
御
逸
事
篇
の
完
成

一
、
資
料
予
想
枚
数　

約
六
万
枚　
（
二
〇
〇
字
詰
、
ペ
ン
書
）

　
　

�

寮
所
蔵　

公
文
書
類　

約
二
千
冊　

一
冊
ニ
付
十
五
枚　

約
三
万
枚

　
　

�

こ
の
外
に
奥
向
日
記
、
聞
書
資
料
等
を
加
へ
る
と
、
こ
の

倍
額
と
な
る
見
込
。

　
（
備
考
）

　
　

�

大
正
天
皇
実
録
資
料
稿
本　

二
一
八
冊　

一
冊
平
均
三
〇

〇
枚　

六
万
五
千
四
百
枚

　
　

�

昭
憲
皇
太
后
実
録
（
未
完
）　

八
〇
冊　

一
冊
平
均
二
〇

〇
枚　

一
万
六
千
枚

一
、
謄
写
能
力

（
写
本
ヲ
主
ト
ス
ル
）

　

一�

、
経
常
人
員
（
雇
員
二
名
）　

一
日
一
人
平
均
八
枚　

一
年

間
（
三
〇
〇
日
）　

二
、四
〇
〇
枚
…
四
、八
〇
〇
枚

　

二�

、
ア
ル
バ
イ
ト
（
三
名
）　　
　
　

〃　
　

一
七
枚　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刊
本
ヲ
主
ト
ス
ル
）

　
　
　
　
　
　

約
五
、〇
〇
〇
枚
…
一
五
、〇
〇
〇
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

計　

約
二
万
枚

　

そ
し
て
昭
和
二
六
年
一
一
月
か
ら
「
貞
明
皇
后
実
録
」
の
編
修
が

開
始
さ
れ
た
。
翌
二
七
年
三
月
ま
で
の
編
修
状
況
は
、
左
の
「
貞
明

皇
后
実
録
編
修
経
過
の
概
況
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容

を
確
認
し
て
み
た
い
。

　
　
昭
和
二
十

六
年
度　

貞
明
皇
后
実
録
編
修
経
過
の
概
況

昭
和
廿
六
年
十
一
月
事
業
の
開
始
以
来
、
昭
和
廿
七
年
四
月
一

日
現
在
に
至
る
五
ケ
月
間
の
事
業
成
績
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
Ａ
）
資
料
の
捜
索
蒐
集

一
、
公
文
書
類
の
謄
写
採
取　
　
　
　

総
数
一
二
、四
五
三
枚

　

1
、
官
報
資
料　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
、九
〇
〇
枚
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�

明
治
三
十
三
年
よ
り
昭
和
二
十
六
年
に
至
る
官
報
合
計
六

二
四
冊
か
ら
採
取
を
完
了
し
た
。

　

2
、
宮
内
省
省
報
資
料　
　
　
　
　
　
　
　

一
、〇
三
九
枚

　
　
　
　

�
明
治
四
十
三
年
よ
り
昭
和
十
八
年
に
至
る
省
報
全
三
三
冊

か
ら
採
取
を
完
了
し
た
。

　

3
、
書
陵
部
保
管
公
文
書
類
資
料　
　
　
　

五
、五
一
四
枚

　
　
　
　

�

約
二
、〇
〇
〇
冊
と
推
定
せ
ら
れ
る
関
係
公
文
書
類
の
中
、

現
在
ま
で
に
典
式
録
、
外
事
録
、
御
写
真
録
（
以
上
東
宮

職
）、
慶
弔
録
（
式
部
職
）、
儀
式
祭
典
録
（
総
務
課
）、
行

啓
録
（
東
宮
職
）、
幸
啓
録
、
東
宮
御
結
婚
録
（
以
上
総
務

課
）
の
合
計
二
六
五
冊
の
採
取
を
了
し
た
。
以
下
引
続
い

て
調
査
中
で
あ
る
。

二
、
御
縁
故
者
及
旧
側
近
奉
仕
者
の
談
話
聴
取　
　
　

三
一
名

要
聴
取
者
凡
そ
百
数
十
名
の
中
、
先
づ
緊
急
を
要
す
る
者
か
ら

事
故
の
な
い
限
り
順
次
こ
れ
を
行
っ
て
ゐ
る
。
現
在
ま
で
は
左

の
諸
氏
か
ら
談
話
を
聴
取
し
た
。

　

1
、
九
條
良
政
氏
（
御
令
兄
）	

京
都
市

　

2
、
渋
谷
隆
教
氏
（
仏
光
寺
前
管
長
）	

　

〃

　

3
、
渋
谷
篷
子
氏
（
御
令
妹
）	

　

〃

　

4
、
九
条
恵
子
氏
（
御
令
兄
道
実
氏
未
亡
人
）	

　

〃

　

5
、
平
井
三
良
氏
（
京
都
御
所
殿
部
）	

京
都
市

　

6
、
小
野
八
千
雄
氏
（
元
皇
太
后
宮
職
御
用
掛
）	

長
野
県

　

7
、
坊
城
俊
良
氏
（
前
皇
太
后
宮
大
夫
）	

東
京
都

　

8
、
植　

万
吉
氏
（
元
皇
太
后
宮
職
嘱
託
）	

　

〃

　

9
、
永
井
末
子
氏
（
華
族
女
学
校
御
学
友
）	

　

〃

　

10
、
千
葉
胤
明
氏
（
元
御
歌
所
寄
人
）	

　

〃

　

11
、
竹
屋
津
根
子
氏
（
元
女
官
長
）	

静
岡
県

　

12
、
友
田
元
效
氏
（
元
車
馬
監
）	

沼
津
市

　

13
、
中
島
鉄
也
氏
（
元
陸
軍
大
佐
）	

　

〃

　

14
、
三
室
戸
敬
光
氏
（
元
皇
后
宮
職
主
事
）	

東
京
都

　

15
、
大
谷
正
男
氏
（
元
皇
太
后
宮
大
夫
）	

　

〃

　

16
、
吉
田
鞆
子
氏
（
元
皇
太
后
宮
職
御
用
掛
）	

山
梨
県

　

17
、
中
楯
壹
兵
氏
（
山
梨
県
蚕
糸
課
長
）	

甲
府
市

　

18
、
中
村
幸
男
氏
（
山
梨
県
庁
嘱
託
）	

　

〃

　

19
、
笹
本
イ
ツ
子
氏
（
御
宿
泊
所
常
盤
ホ
テ
ル
女
将
）	　

〃

　

20
、
有
泉
善
三
氏
（
紅
葉
山
御
養
蚕
所
嘱
託
）	

山
梨
県

　

21
、
早
川
卓
郎
氏
（
大
日
本
蚕
糸
会
主
事
）	

東
京
都

　

22
、
佐
々
木
慶
蔵
氏
（
大
日
本
蚕
糸
参
事
）	

　

〃

　

23
、
松
平
信
子
氏
（
元
皇
后
宮
職
御
用
掛
）	

　

〃

　

24
、
西
川
義
方
氏
（
元
侍
医
）	

　

〃

　

25
、
大
河
原
幸
作
氏
（
御
幼
時
御
滞
留
の
家
）	

　

〃

　

26
、
九
条
日
浄
尼
氏
（
御
義
姪
）	

京
都
市

　

27
、
清
岡
長
言
氏
（
京
都
霞
会
館
支
所
取
締
）	

　

〃

　

28
、
唐
橋
在
知
氏
（
京
都
糸
竹
会
員
）	

　

〃
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29
、
川
上
民
枝
氏
（
元
皇
太
后
宮
職
命
婦
）	

京
都
府

　

30
、
大
谷
紝
子
氏
（
御
令
妹
）	

京
都
市

　

31
、
光
田
健
輔
（
長
島
愛
生
園
長
）	

岡
山
県

三
、
行
啓
関
係
資
料
の
調
査
採
訪　
　
　
　
　
　
　

六
ヶ
所

主
要
な
る
行
啓
先
に
於
け
る
資
料
の
調
査
採
訪
も
行
っ
て
ゐ
る
。

そ
の
主
な
る
も
の
は
次
の
如
し
。

　

1
、
長
野
県
庁

　
　
　

昭
和
廿
四
年
同
県
下
行
啓
関
係
書
類
の
採
訪
、

　

2
、
山
梨
県
庁

　
　
　

昭
和
廿
三
、
廿
四
年
同
県
下
行
啓
関
係
書
類
の
採
訪
、

　

3
、
大
日
本
蚕
糸
会

　
　
　

�

昭
和
廿
二
年
以
降
大
日
本
蚕
糸
会
総
裁
と
し
て
の
各
地

行
啓
関
係
書
類
の
採
訪
、

　

4
、
京
都
府
庁

　
　
　

�

明
治
三
十
三
年
以
降
昭
和
十
二
年
に
至
る
間
十
ヶ
度
の

京
都
行
啓
関
係
書
類
の
採
訪
、

　

5
、
京
都
市
役
所

　
　
　

昭
和
十
二
年
京
都
市
行
啓
関
係
書
類
の
採
訪
、

　

6
、
宮
内
庁
京
都
事
務
所

　
　
　

昭
和
十
二
年
京
都
行
啓
関
係
書
類
の
採
訪
、

四
、
大
宮
御
所
引
継
資
料
の
整
理
、　　
　
　
　
　

約
二
〇
箱

　
　

�

大
宮
御
所
よ
り
御
文
匣
約
二
十
箱
分
の
資
料
を
引
継
い
だ
。

内
容
は
主
と
し
て
行
啓
、
拝
謁
、
献
上
、
蚕
糸
関
係
等
に

し
て
、
現
在
こ
れ
が
調
査
整
理
中
で
あ
る
。

五
、
諸
家
所
蔵
資
料
の
借
用
と
副
本
の
作
成
、

　
　

�

東
久
世
秀
雄
氏
手
記
、
小
野
八
千
雄
氏
手
記
、
桑
野
鋭
氏

手
記
、
西
川
義
方
氏
手
記
、
吉
田
鞆
子
氏
手
記
、
大
河
原

家
所
蔵
文
書
等
二
十
数
種
の
資
料
を
借
用
謄
写
し
、
貴
重

な
も
の
は
副
本
を
作
成
し
て
ゐ
る
。

六
、
関
係
図
書
新
聞
雑
誌
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
の
蒐
集
謄
写

　

1
、
単
行
図
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
五
冊

　
　
　

�

貞
明
皇
后
、
供
奉
歌
日
記
、
筑
紫
行
啓
供
奉
之
記
以
下

十
五
種
。

　

2
、
新
聞
記
事

　
　
　

�

東
京
大
阪
の
中
央
発
行
新
聞
は
勿
論
、
東
京
杉
並
日
報
、

中
部
日
本
新
聞
、
京
都
新
聞
、
等
に
至
る
中
央
並
に
地

方
新
聞
所
載
の
明
治
、
大
正
、
昭
和
に
亘
る
関
係
記
事

を
能
ふ
る
限
り
渉
猟
し
て
ゐ
る
。

　

3
、
雑
誌
類　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

約
八
〇
点

　
　
　

�

婦
人
公
論
、
主
婦
之
友
、
新
民
、
宗
教
維
新
、
桃
李
、

信
濃
往
来
、
山
桜
、
灯
光
、
愛
生
等
、
中
央
並
に
地
方

発
刊
の
雑
誌
類
を
蒐
集
謄
写
し
て
ゐ
る
。

　

4
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
〇
点

　
　
　

�「
皇
太
后
陛
下
の
御
仁
慈
と
癩
予
防
事
業
」
以
下
十
点
。
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（
Ｂ
）
御
年
譜
及
附
表
等
の
編
纂
作
成

　

一
、
御
年
譜
の
作
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

継
続
中

　
　
　

�
御
一
代
の
年
譜
作
成
中
に
し
て
、
現
在
四
七
三
項
に
及

ん
で
ゐ
る
。

　

二
、
行
啓
年
表
の
作
成　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

完
了

　
　
　

�

東
宮
妃
時
代
よ
り
崩
御
に
至
る
間
の
行
啓
年
表
に
し
て
、

官
報
、
省
報
以
下
の
諸
資
料
に
拠
り
一
応
編
纂
を
完
了

し
た
。

　

三
、
側
近
奉
仕
者
名
簿
の
作
成　
　
　
　
　
　
　
　

完
了

　

四
、
新
聞
記
事
切
抜
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
作
成　
　
　

継
続
中

　

五
、
参
考
文
献
目
録
の
作
成　
　
　
　
　
　
　

一
応
完
了

（
Ｃ
）
今
後
の
予
定

　

一
、�

侍
従
職
保
管
の
奥
向
女
官
日
記
（
典
侍
日
記
（
（
（

、
命
婦
日
記

等
）
は
公
文
書
類
と
共
に
根
本
資
料
で
あ
る
が
、
未
だ
着

手
に
遑
が
な
い
状
況
で
あ
る
。
従
っ
て
目
下
継
続
中
の
公

文
書
類
の
採
取
を
終
了
次
第
、
早
急
に
同
日
記
の
採
取
に

着
手
す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
御
縁
故
者
、
旧
側
近
奉
仕

者
の
談
話
聴
取
及
び
行
啓
先
の
資
料
の
採
訪
を
今
後
も
続

行
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　

二
、�

現
在
ま
で
の
成
績
で
は
一
年
間
に
資
料
約
二
〇
、〇
〇

〇
枚
採
取
の
所
期
の
目
的
を
達
成
し
て
ゐ
る
が
、
今
後
も

従
前
通
り
の
臨
時
資
料
謄
写
員
の
確
保
が
な
け
れ
ば
、
事

業
の
遂
行
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上

　

な
お
、
各
資
料
別
原
稿
採
取
枚
数
は
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

冊
数

年
次

採
取

冊
数

採
取
年
次

採
取

枚
数

官
報

624

明
治
33
～
昭
和
26

624

明
治
33
～
昭
和
26

5,900

省
報

33

明
治
43
：
10
～

昭
和
18
：
11

33

明
治
43
：
10
～

昭
和
18
：
11

1,093*

公
文
書

5,514

　

行
啓
録（
東
）

151

明
治
33
～　
　

45

102

明
治
33
～
42

2,399

　

幸
啓
録（
総
）

150

大
正
1
～　
　

15

78

大
正
1
～
7

1,578

　

典
式
録（
東
）

18

明
治
33
～　
　

45

18

明
治
33
～
45

749

　

外
事
録（
東
）

9

明
治
33
～　
　

45

9

明
治
33
～
45

578

　

慶
弔
録（
式
）

16

大
正
1
～
昭
和
2

16

大
正
1
～
昭
和
2

75

　

儀
式
祭
典
録（
総
）

28

明
治
33
～
昭
和
14

28

明
治
33
～
昭
和
14

62

　

御
写
真
録（
東
）

5

明
治
33
～
大
正
4

5

明
治
33
～
大
正
4

56

　

東
宮
御
結
婚
録（
総
）

9

明
治
33

9

明
治
33

17

*

マ
マ
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二
　
編
修
方
針
の
確
立

　

と
こ
ろ
で
、
昭
和
二
六
年
一
一
月
か
ら
翌
二
七
年
三
月
ま
で
の
編

修
の
経
験
か
ら
編
修
功
程
を
再
検
討
す
る
必
要
性
、
特
に
資
料
採
集

の
方
法
に
つ
い
て
の
そ
れ
を
認
識
し
は
じ
め
た
。
昭
和
二
七
年
三
月

頃
に
は
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
こ
と
は
第
一
案
と
さ
れ
る

「
貞
明
皇
后
実
録
資
料
採
集
要
綱
」
に
鉛
筆
で
「
二
七
、
三
月
」
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
左
に
そ
れ
を
掲
げ
て
み
た

い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
、
三
月

　
　
　
　

貞
明
皇
后
実
録
資
料
採
集
要
綱

一
、
採
取
事
項
と
そ
の
範
囲

　

1
、
御
一
身
に
関
す
る
事
項

　
　
　
　

父
母　
　

誕
生　
七
夜　

命
名
等　

成
年

　
　
　
　

結
婚　
　

身
位　
叙
勲　

崩
御　
大
喪
儀　

山
陵

　
　
　
　

養
育　
　

教
育　
進
講　

文
学　

芸
術　

好
尚　

信
仰

　
　
　
　

分
娩　
　

健
態　
病
気

　

2
、
朝
儀
・
祭
祀
及
び
年
中
行
事

　
　
　
　

恒
例
・
臨
時
の
儀
式
祝
典
、
御
会
、
皇
室
の
祭
祀

　
　
　
　
　

�

臨
時
、
遙
拝
、
代
拝
、
御
差
遣
、
奉
幣
、
供
進
、

贈
答
次
第
皇
后
ガ
中
止
デ
ア
ル
儀
式
、
其
他
臨
時
恒
例
ノ

儀
ノ
中　

制
度
ト
シ
テ
例
示
ス
ル
ニ
適
ス
ル
モ
ノ

　
　
　
　

�

新
年
、
歳
暮
、
中
元
、
節
句
、
暑
中
寒
中
見
舞
等
ノ

年
中
行
事

　
　
　
　

行
事　

贈
答

　

3
、
御
事
業

　
　
　
　

一
般
的
な
も
の
、
救
恤
、
褒
賞
、
奨
励
、
慰
問
等

　
　
　
　

救
癩
、
養
蚕
、
灯
台
、
方
面
事
業

　
　
　
　
　
　
臨
時
、
差
遣
、
恩
賜
、
拝
謁
、
令
旨
、
事
業
ノ
概
況

　

4
、
行　

啓

　
　
　
　

発
表
、
日
程
、
発
着
割
、
道
筋

　
　
　
　

供
奉
員　
奏
任
マ
デ
、
供
奉
員
ノ
交
代
ハ
不
採

　
　
　
　

御
買
上
品　
展
覧
会
等
、
行
啓
ノ
場
合
、

　
　
　
　

そ
の
他　

尋
常
の
御
動
静

　
　
　
　

行
事　
参
拝
、
巡
覧
ノ
次
第
、
状
況
、
ソ
ノ
指
図
等

　
　
　
　

拝
謁　
全
般
、

　
　
　
　
　
　

�

但
シ
、
転
地
行
啓
ニ
於
テ
ハ
「
拝
謁
」
ノ
項
ノ

規
準
ニ
ヨ
ル
外
、
県
知
事
ノ
如
キ
該
地
方
官
吏

ノ
主
要
ナ
モ
ノ

　
　
　
　

賜
与　
全
般

　
　
　
　
　

�

行
啓
先
ニ
対
ス
ル
モ
ノ
（
学
校
ニ
於
ケ
ル
教
員
、
神
社
ニ
於
ケ
ル

神
官
、
陵
墓
ノ
職
員
ノ
如
キ
モ
含
む

）

縁
故
者
、
主
要
ナ
行
啓
関
係
官
吏
（
該
地
方
県
官
、

供
奉
宮
内
官
等
）

　
　
　
　

献
上
全
般
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�

但
シ
転
地
行
啓
ノ
場
合
ハ
「
献
上
」
ノ
項
ノ
規
準

ニ
ヨ
ル

　
　
　
　
　

御
土
産

　

5
、
外
国
交
際

　
　
　
　
　

�
外
賓
接
待
、
外
人
ノ
引
見
、
書
信
物
品
ノ
贈
答
、

宮
中
喪
、
勲
章
ノ
受
贈

　

6
、
御
陪
食
及
び
拝
謁

　
　
　
　
　

御
陪
食
、
御
会
食　

全
般

　
　
　
　
　

皇
族
と
の
対
面　

全
般

　
　
　
　
　

臣
下
の
拝
謁　

主
要
ナ
モ
ノ

　
　
　
　
　
　
　

�

親
族
、
皇
室
ノ
外
戚
、
縁
故
者
門
跡
、皇
室
ノ
外
戚
、

賜
姓
皇
族
、学
友
…
…

　
　
　
　
　
　
　

�

御
事
業
関
係
者
、
各
界
功
労
者
、
側
近
奉
仕

者
東
宮
、
皇
后
宮
、
皇
太
后
宮
職
々
員
ノ
主

ナ
モ
ノ
、
宮
内
大
臣
、
次
官
、
侍
従
長

　
　
　
　
　
　
　

�

重
臣　
宮
中
席
次
一
階
以
上
、
大
公
使
等
ノ
如
キ

使
臣
渡
航
、
帰
朝
者

　
　
　
　
　
　
　

皇
后
ノ
ミ
ニ
拝
謁
ス
ル
者

　

7
、
進
献
贈
賜

　
　

イ
、
貞
明
皇
后
よ
り
の
進
献
贈
賜

　
　
　
　

皇
族
以
上　
全
般

　
　
　
　
　

�

誕
生
、
分
娩
、
結
婚
、
卒
業
、
昇
進
任
官
、
成
年
、

洋
行
帰
朝
、
出
征
、
重
病
、
喪
中
、
死
去
、
葬
送
、

年
祭
、
年
中
行
事
、
天
皇
皇
后
ニ
対
ス
ル
御
機
嫌

伺
、
直
宮
ノ
誕
辰

　
　
　
　

臣
下　
範
囲
ハ
「
拝
謁
」
ノ
項
ニ
同
ジ

　
　
　
　
　

誕
生
、
結
婚
等　
親
族
ヲ
主
ト
ス
ル

　
　
　
　
　

重
病
、
死
去
、
葬
儀
、
喪
中
、
出
征

　
　
　
　

貞
明
皇
后
に
対
す
る
進
献
贈
賜

　
　
　
　
　

事
由
ノ
ア
ル
モ
ノ
ヽ
ミ
ニ
限
ル

　

8
、
供
御
、
殿
邸
、
側
近
奉
仕
者
の
任
罷

二
、
資
料
の
謄
写

　

1
、
書　

方

　
　
　
〔
行
啓
録
〕
東
宮
職　

明
治
―
年

　
　
　
　
　
　

�

猶
、
史
料
ノ
検
索
ノ
タ
メ
「
三
、〇
〇
ノ
部
、

第
○
号
」
ノ
如
ク
欄
外
ニ
ペ
ン
書
ト
ス
ル

　

2
、
決
裁
（
立
案
）
明
治
―
年
―
月
―
日

　
　
　
　
　
　

�

猶
、
両
者
ノ
年
月
日
記
入
ナ
キ
時
ハ
年
次
ヲ
明

ケ
テ
オ
ク

3
、
文
書
ニ
年
月
日
ナ
キ
モ
ノ
ハ
、
推
定
年
月
日
ヲ
初
行
ニ

傍
註
〔　

〕

4
、
編
者
ノ
註
記
ハ
ス
ベ
テ
〔　

〕
分
註
、
傍
註
、
但
し
省

略
ノ
場
合
ハ
○
中

略

　

5
、
朱
書
キ
ハ〔
朱
書
〕

「
…
…
…
」

6
、
異
体
、
変
体
ノ
文
字
ハ
正
体
ニ
改
メ
ル
、
略
字
ハ
正
字

ニ
改
メ
ル
、
誤
字
ハ
改
メ
ル
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7
、
原
文
ニ
存
ス
ル
註
記
、
附
箋
ノ
類
ハ
必
要
ノ
モ
ノ
ヽ
ミ

採
ル

　

8
、
行
啓
録
等
ノ
中
ニ
収
メ
ル
日
記
、
進
献
簿
ノ
採
リ
方

　
　
　
　

�
日
記
中
、
ソ
ノ
記
名
ナ
キ
場
合
ハ
目
次
ニ
「
日
記
」

ト
ア
ル
コ
ト
ニ
基
キ
「
日
記
」
ト
記
ス
コ
ト

　
　
　
　

シ
テ
�
ヨ
リ
ハ
改
メ
ル

　

9
、
同
種
文
書
ハ
最
良
ト
認
メ
タ
モ
ノ
一
通
ニ
テ
可

　

10
、�

原
本
差
出
人
ノ
下
ノ
印
書
ハ
印　

㊞
、
写
シ
ノ
場
合
、

及
び
印
ト
略
記
セ
ル
場
合
ハ
共　
〔
□写
〕〔
㊢
〕　　

ニ
印　

印
ト
記
す

　

11
、�

書
名
の
下
の
年
次
は
索
引
の
便
に
あ
る
も
の
で
、
資
料

内
容
と
は
関
聯
し
て
考
へ
ぬ
こ
と
。

　

12
、�

日
記
類
は
初
行
に
年
月
日
を
記
す
。（
猶
、
現
段
階
で
は

日
毎
に
筆
写
す
る
）

　

つ
い
で
、
昭
和
二
七
年
六
月
二
七
日
に
開
か
れ
た
会
議
に
お
い
て

要
綱
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
検
討
内
容
を
伝
え
る
も
の
と

し
て
「
貞
明
皇
后
実
録
資
料
採
取
要
綱
に
つ
い
て
」
が
あ
る
。

○�

貞
明
皇
后
実
録
資
料
採
取
要
綱
に
つ
い
て　
　
（
昭
和
廿
七
・

六
・
廿
七
・
会
議
、
課
長
、
中
村

武
部
、
橋
本
）

　

イ
、
大
正
六
年
一
ヶ
年
間
の
資
料
採
取
の
結
果

　
　
　
　
　
（�

献
上
関
係
を
除
外
せ
る
外
、
試
験
的
に
成
べ
く
広
範

囲
に
採
取
す
）

　
　
　

総
数　
　
　

三
、
二
八
七
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
（�

但
し
未
採
取
の
侍
従
日
記
（
（
（

を
典
侍
日
記
（
九

五
三
）
と
ほ
ヾ
同
数
に
み
れ
ば
約
四
千
枚

4

4

4

と

見
て
も
多
過
ぎ
は
し
な
い
）

　
　
　

所
要
日
数　
　

一
ヶ
月
半
余

　
　
　

人
数　
　
　
　

五
人

　
　
　

�

採
蒐
資
料
ノ
内
容　

献
上
ヲ
除
く
日
常
些
末
ノ
御
動
静

ヲ
全
て
収
む
。

　
　

�

◆
こ
れ
よ
り
推
せ
ば
、
五
十
年
間
二
十
万
枚
（
一
年
四
千

枚
と
し
て
）
を
五
人
で
筆
写
す
れ
ば
六
年
三
ヶ
月
を
要
す
。

仍
っ
て
之
に
対
処
す
る
方
途
は
次
の
三
案
が
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

第
一
案
…
…
予
定
年
限
の
大
幅
延
長

　
　
　
　

第
二
案
…
…�

筆
写
能
力
の
増
加
（
こ
の
場
合
は
筆
生
十

人
、
編
修
員
二
人
程
の
増
加
を
要
す
）

　
　
　
　
　
　

�（
一
ヶ
年
の
謄
写
枚
数
約
六
七
〇
〇
〇
枚
、
一
ヶ
月

五
七
〇
〇
枚　

一
人
一
日
二
十
二
枚
）

　
　
　
　

第
三
案
…
…�

資
料
の
選
択
を
厳
に
し
、
年
限
及
び
筆

写
能
力
の
範
囲
内
に
留
め
る

ロ
、�

大
正
六
年
一
ヶ
年
の
資
料
の
実
験
的
採
取
の
結
果
次
の

如
き
大
綱
を
立
つ

ａ
、
前
記
三
案
の
う
ち
、
編
修
員
一
名
、
筆
写
生
一
、
二

名
の
増
加
を
計
り
つ
ゝ
、
凡
そ
第
三
案
に
よ
る

　
　
　
　

�
猶
、
現
在
の
筆
写
能
力
は
実
人
員
に
し
て
五
人
、
一
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人
一
日
二
〇
枚
、
従
っ
て
一
月
五
人
二
五
〇
〇
枚
の

実
績
を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
今
後
の
繁
忙
を
考
慮
し
て

筆
写
生
一
人
の
増
加
を
み
て
月
平
均
二
五
〇
〇
枚
と

予
定
す
る
。
従
っ
て
現
在
乃
至
現
在
よ
り
一
名
増
加

の
人
員
に
て
年
三
万
枚
を
採
取
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

従
っ
て
、
全
資
料
が
十
万
枚
程
度
に
止
ま
れ
ば
当
初

の
資
料
採
取
所
要
年
数
た
る
三
ヶ
年
間
に
一
応
の
採

取
を
完
了
し
得
る
筈
な
り
。

ｂ
、
上
記
の
方
針
を
今
、
大
正
六
年
に
つ
い
て
適
用
せ
ば
、

実
験
的
採
取
資
料
数
の
半
数
、
即
ち
二
千
枚
に
圧
縮

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
　

�

此
の
縮
減
の
方
法
に
は
①
事
項
（
贈
賜
、
進
献
等
）

に
よ
つ
て
削
減
、
選
択
す
る
方
法
、
②
内
容
同
一
乃

至
類
似
の
資
料
の
選
択
と
の
二
方
法
が
あ
る
。

　
　
　
　

①�

の
方
法
を
大
正
六
年
の
例
に
ふ
れ
ば
、
特
殊
性
の

な
い
献
上
関
係
及
び
恒
例
乃
至
些
末
の
贈
賜
関
係

を
省
く
と
、
ほ
ヾ
一
五
〇
〇
枚
程
度
の
節
減
を
な

し
得
る
。

　
　
　
　
　

�（
公
文
書
類
で
五
〇
〇
枚
、
典
侍
日
記
、
侍
従
日
記
等

で
一
〇
〇
〇
枚
縮
減
）

　
　
　
　

②�

に
つ
い
て
み
る
と
、
例
へ
ば
官
報
よ
り
と
つ
た
資

料
と
公
文
書
所
収
の
官
報
々
告
を
採
取
し
た
資
料

と
あ
る
場
合
は
、
前
者
の
み
に
止
め
、
又
、
一
つ

の
儀
式
、
祭
祀
の
次
第
が
儀
式
録
、
祭
祀
録
、
幸

啓
（
乃
至
行
啓
）
録
、
外
事
録
、
典
式
録
等
に
収

め
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
は
、
こ
の
中
の
一
つ
の
み
採

取
す
る
。

　
　
　
　

�

之
を
採
取
方
針
の
大
綱
と
す
れ
ば
、
大
正
六
年
の
資

料
は
約
二
千
枚
に
圧
縮
し
得
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

ハ
、
次
に
第
一
次
要
綱
案
を
基
と
し
て
資
料
採
取
基
準
を
再

検
討
し
て
み
る
。

　
　
　

前
者
の
（
一
の
1
）
は
そ
の
ま
ま
。

　
　
　
　
　
（
一
の
二
）�

は
臨
時
の
も
の
は
儀
式
・
祭
典
の
大
概
を
明

ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
贈
答
は
簡
に
従
う
。

　
　
　
　
　
　
　

�

恒
例
の
も
の
は
、
直
接
に
御
動
静
を
示
す
も

の
（
臨
御
、
代
拝
等
）
は
採
取
す
る
が
、
次

第
書
・
贈
答
は
原
則
と
し
て
と
ら
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　

�

年
中
行
事
は
、
現
在
の
段
階
で
は
採
取
し
な

い
。
別
途
の
考
慮
を
要
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

�

御
式
年
は
恒
例
の
も
の
に
準
ず
る
。　
（
祥

月
の
御
代
拝
等
は
未
解
決
）

　
　
　
（
一
の
三
）
は
前
案
の
通
り
。

　
　
　
　
　
（
一
の
四
）�

は
道
筋
の
点
は
、
地
方
行
啓
（
避
暑
寒
を
含

ま
ず
）
の
場
合
、
及
び
特
に
必
要
な
場
合
の
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み
に
止
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

�

御
買
上
品
は
省
く
。
御
覧
品
目
録
は
、
日
展
、

帝
展
等
定
期
の
も
の
は
と
ら
ず
、
特
殊
な
も

の
（
個
人
邸
の
展
示
品
等
）
は
と
る
。（
場
合
に

よ
り
筆
写
の
方
法
を
簡
略
に
す
る
）

　
　
　
　
　
　
　

�
賜
与
は
前
案
の
「
行
啓
先
に
対
す
る
も
の
」

及
び
「
縁
故
者
」
の
み
に
止
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　

献
上
は
御
事
業
関
係
等
特
殊
な
も
の
に
限
る
。

　
　
　
　
　
　
　

土
産
品
は
と
ら
ぬ
。

　
　
　
（
一
の
五
）
は
前
案
通
り
。

　
　
　
　
　
（
一
の
六
）�

の
御
陪
食
及
び
拝
謁
は
、
側
近
者
、
供
奉
員
、

供
奉
将
校
等
特
殊
の
も
の
ゝ
拝
謁
以
外
は
原

則
と
し
て
全
部
採
取
す
る
。
但
し
拝
謁
者
名

簿
等
の
筆
写
は
簡
略
な
方
法
を
と
る
。

　
　
　
　
　
（
一
の
七
）�

の
（
イ
）
は
先
づ
皇
族
、
臣
下
等
の
区
別
を

一
応
消
解
し
て
次
の
如
く
考
へ
る
。

・
前
案
の
う
ち
、
昇
進
任
官
の
項
は
、
初

任
の
み
と
す
る
。

・「
年
中
行
事
」、「
天
皇
、
皇
后
に
対
す

る
御
機
嫌
伺
」、「
直
宮
の
誕
辰
」
も
項

目
を
省
く
。

・
前
案
に
な
い
項
目
で
主
な
も
の
を
あ
げ

る
と
、
例
祭
御
供
物
、
御
救
恤
、
慈
善
、

軍
慰
問
、
そ
の
他
諸
事
業
関
係
、
失
火
類
焼

見
舞
、
賀
算
、
凱
旋
等
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
昭
和
二
八
年
二
月
九
日
に
協
議
・
修
正
が
な
さ
れ
、
第

二
次
案
の
「
貞
明
皇
后
実
録
資
料
採
集
要
綱
案
」
が
作
成
さ
れ
る
。

そ
の
内
容
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
二
七
・
一
二
・
一
四
原
案
。
二
八
・
二
・
九
協
議
修
正
）

貞
明
皇
后
実
録
資
料
採
集
要
綱
案
（
第
二
次
案　
　
　
　

昭
和
廿
八
・
二
・
九
）

一
、
朝
儀
・
祭
祀

1
、�

全
べ
て
皇
后
に
関
係
の
あ
る
も
の
に
限
り
、
そ
の
御
動

静
を
主
と
し
て
、
儀
式
の
内
容
は
従
と
す
る
。

2
、�

臨
御
、
御
拝
、
御
代
拝
等
の
資
料
は
採
る
。「
臨
御
せ

ず
」、「
御
拝
、御
代
拝
あ
ら
せ
ら
れ
ず
」
の
如
き
資
料

7

7

も
含
む
。

3
、�

式
次
第
は
原
則
と
し
て
採
る
。
但
、
恒
例
の
も
の
は
、

○
次
第
略
と
し
て
略
写
す
る
。

4
、�

諸
儀
に
関
連
す
る
御
供
、
贈
答
、
賜
与
は
、
原
則
と
し

て
臨
時
の
も
の
に
限
る
。

5
、�

国
内
の
祝
電
等
は
不
採
。
参
賀
は
賜
謁
の
み
、
記
帳
等

は
採
ら
ぬ
。

6
、�
御
例
祭
、
御
式
年
祭
は
恒
例
祭
祀
に
準
ず
る
。
祥
月
の

御
代
拝
等
は
採
ら
ぬ
。
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7
、�

年
中
行
事
に
関
す
る
も
の
は
全
べ
て
不
採
。（
新
年
、
節

句
、
歳
暮
等
の
行
事
を
云
う
。）

二
、
宴
遊
、
御
会
食
、
御
陪
食

1
、�
定
例
の
御
陪
食
、
御
会
食
た
る
こ
と
の
明
ら
か
な
も
の

以
外
は
全
べ
て
採
る
。

2
、�

陪
食
人
名
は
採
。
席
割
図
は
資
料
と
し
て
有
益
な
も
の

の
み
採
る
。

3
、
食
饌
品
目
、
演
奏
曲
目
は
不
採
を
原
則
と
す
る
。

4
、
次
第
は
採
る
。

5
、�

皇
后
の
臨
席
が
想
像
さ
れ
て
も
明
確
な
資
料
が
な
い
限

り
採
ら
な
い
。

三
、
賜
謁

　

1
、
原
則
と
し
て
全
べ
て
採
取
す
る
。

　
　
　
　

�

但
し
、
側
近
者
、
宮
内
官
吏
、
供
奉
将
校
等
及
び
宮

廷
出
入
の
旧
女
官
連
の
如
き
は
採
ら
ず
。（
特
に
理
由

あ
る
も
の
は
こ
の
限
に
あ
ら
ず
）

2
、�

皇
子
、
皇
族
の
参
邸
、
参
内
は
、
賜
謁
・
対
面
の
事
実

が
明
確
な
も
の
の
み
採
る
。

3
、�

天
皇
、
皇
后
の
い
づ
れ
に
対
す
る
謁
見
か
不
明
な
場
合

は
不
採
。

4
、�

拝
謁
に
関
連
し
た
賜
与
、
献
上
等
は
附
属
資
料
と
し
て

採
る
。

四
、
贈
賜
、
進
献

1
、�

御
救
恤
は
全
て
採
取
。
被
害
状
況
の
如
き
説
明
資
料
は
不
採
。

2
、
社
会
事
業
、
学
校
、
社
寺
（
幣
帛
、
香

華
料
を
含
む
）
等
へ
の
下
賜
は

全
て
採
る
。

3
、�

そ
の
他
旌
表
、
奨
励
、
慈
恵
、
軍
隊
慰
問
等
は
全
て
採

取
す
る
。

4
、
外
国
帝
室
及
び
外
国
人
と
の
贈
答
は
全
て
採
る
。

5
、�

慶
弔
（
誕
生
・
分
娩
・
結
婚
・
賀
算
・
皇
族
成
年
・
皇
族
卒

業
及
び
初
任
・
直
宮
初
節
句
及
び
初
誕
辰
・
死
去
・
葬
送
・

皇
族
服
喪
・
年
祭
等
）
の
贈
賜
は
採
る
。

6
、�

病
気
御
尋
は
不
採
を
原
則
と
す
。（
死
去
の
項
に
附
随
す

る
も
の
は
採
る
。）

7
、�

新
築
・
移
転
、
火
災
等
に
関
す
る
も
の
は
原
則
と
し
て

採
ら
ぬ
。

8
、
退
官
、
転
任
の
贈
与
は
不
採
を
原
則
と
す
。

9
、�

渡
航
、
帰
朝
、
出
征
、
凱
旋
等
に
関
す
る
も
の
は
採
る
。

10
、�

年
中
恒
例
的
な
も
の
、
特
に
事
由
の
な
い
も
の
等
は
全

て
不
採
。

11
、�

皇
后
に
対
す
る
献
上
は
、
御
事
業
等
に
特
に
関
係
の
あ

る
も
の
に
限
る
。

五
、
外
国
交
際

　
　
　

外
賓
接
待
、
引
見
、
贈
答
、
宮
中
喪
、
勲
章
の
受
贈
。
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六
、
行
啓

1
、�

発
表
、
日
程
、
発
着
割
、
道
筋
は
全
て
採
る
。（
但
し

道
筋
は
東
京
都
内
、
葉
山
、
日
光
等
を
除
く
。）

2
、
供
奉
員
の
発
令
は
採
る
。（
奏
任
官
以
上
の
分
の
み
）

3
、�

御
動
静　
行
事
、
参
拝
、
巡
覧
の
状
況
、
次
第
、
御
使
御
差
遣

4
、
賜
謁
は
採
取
。
但
し
略
写
。

5
、�

賜
与
は
採
る
。
但
し
、
行
啓
事
務
に
関
係
せ
る
地
方
官
、

宮
内
官
、
そ
の
他
報
酬
的
な
も
の
は
除
く
。

　

6
、
献
上
は
不
採
を
原
則
と
す
。
御
土
産
も
同
じ
。

七
、
御
事
業

　

1
、
救
癩
、
養
蚕
、
灯
台
、
方
面
事
業
等
に
重
点
を
置
く
。

　
　
　
　

�

臨
御
、
差
遣
、
恩
賜
、
賜
謁
、
令
旨
、
事
業
の
概
況

等
。

2
、�

其
他
一
般
的
な
も
の
（
救
恤
、
褒
賞
、
奨
励
、
慰
問
等
）

に
関
す
る
も
の
も
全
べ
て
採
る
。

　

ま
た
、「
実
録
資
料
謄
写
の
方
法
」
に
つ
い
て
は
、
左
の
二
種
類

あ
る
が
、
両
者
の
関
係
が
不
明
な
た
め
両
方
を
左
に
掲
げ
る
。
な
お
、

作
成
年
月
日
は
、
不
詳
。

実
録
資
料
謄
写
の
方
法

1
、書
名　
〔
行
啓
録
〕一
字
あ
き／
＼
東
宮
職　

　
　

明
治
―
年

　
　

�

部
局
名
に
変
更
が
あ
れ
ば
そ
の
都
度
そ
れ
に
従
っ
て
記
す
。

年
次
が
二
年
以
上
に
亘
る
場
合
は
資
料
内
容
と
一
致
す
る

年
次
の
み
を
記
す
。
又
、
史
料
の
検
索
の
た
め
、「
三
、

〇
〇
の
部
、
第
○
号
」
の
如
く
欄
外
に
記
す
。

2
、
公
文
書
の
立
案
、
決
裁
の
欄
は
次
の
如
く
す
。

　
　
　

㋑
決
裁
の
年
月
日
あ
る
場
合
は
決
裁
の
欄
の
み
記
す
。

　
　
　

㋺�

立
案
の
み
年
月
日
の
あ
る
場
合
は
（
決
裁
の
欄
に
年

月
の
み
あ
り
日
付
の
な
き
時
も
含
む
）は
立
案
の
欄
の
み
。

　
　
　

㋩�

両
者
年
月
日
な
き
場
合
は
年
月
日
を
あ
け
た
ま
ゝ
に

て
決
裁
の
欄
を
記
す
。

3
、
文
書
に
年
月
日
を
記
し
て
な
い
も
の
は
推
定
年
月
日
を
初

行
に
〔
昭
和
―
年
―
月
―
日
〕
と
註
す
。

4
、
編
修
者
の
註
記
は
す
べ
て
〔　

〕
に
包
み
、
分
註
、
傍
註

と
し
て
記
入
す
。（
即
ち
前
項
の
如
く
小
書
す
）

5
、
原
文
に
存
す
る
註
記
、
符
箋
の
類
は
必
要
の
も
の
（
不
要
の

も

の

は
指

示
す
）
の
み
と
る
。
そ
の
書
き
方
は
、

　
　
〔
朱
書
〕　　

「
…
…
…
…
」　
〔
頭
註
〕　　

「
…
…
…
…
」等
と
す
。

6
、
省
略
は
○
中
略　

写
真
、
図
の
省
略
は
○
写　
真
略　
○
図
略　

等
と
す
。

7
、
印
判
は
印
、
㊞
、
写
し
の
場
合
は〔
写
〕

印 

〔
写
〕

㊞

と
す
。

8
、
原
文
の
抹
消
訂
正
せ
る
も
の
は
原
則
と
し
て
訂
正
字
句
の

み
記
す
。
指
示
あ
る
も
の
の
み
見
せ
消
し
（
皇
后
陛
下
思

4

4

4

4

4

召
を
以
て

4

4

4

4　

の
如
く
）
を
用
う
。

9
、
伺
、
通
達
案
等
一
連
の
文
書
を
と
る
場
合
は
、
各
文
書
の

間
を
二
行
あ
け
る
。
別
紙
と
な
っ
て
ゐ
る
も
の
は
そ
れ
に
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従
う
。

10
、
日
記
類
は
初
行
に
年
月
日
を
記
す
。
記
事
は
一
応
日
毎
に

謄
写
し
て
を
く
。

11
、
公
文
書
等
に
収
め
る
新
聞
記
事
は
、
書
名
（
簿
冊
の
書
名
）

の
次
行
下
方
に
次
の
如
く
記
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
東
京
朝
日
新
聞
昭
和
―
年
月
日

月
―
日　
　

12
、
異
体
、
変
体
、
略
字
等
は
通
用
の
文
字
に
改
め
る
。
誤
字

は
訂
正
す
る
。
但
し
、
塩
、
亀
等
正
字
の
難
し
い
も
の
は

通
用
の
略
字
を
用
う
。

13
、
平
出
、
闕
字
は
行
は
な
い
。
そ
の
他
、
字
配
は
原
則
と
し

て
原
文
に
則
し
て
記
す
が
、
読
み
易
い
様
に
変
へ
る
も
よ

し
。
例
へ
ば
人
名
表
、
時
間
表
等
は
適
宜
に
字
配
を
工
夫

し
、
必
し
も
原
文
に
従
は
ぬ
。

（
以
下
、
追
記
）

⑭　

数
箇
所
に
宛
て
た
文
書
を
採
る
場
合
は
、
そ
の
最
初
の
宛

名
の
み
を
記
す
。

⑮　

人
名
簿
の
省
略
は
、「
以
下
○
名
略
」
と
す
。（
但
し
、「
下

略
」
と
の
み
す
る
場
合
も
あ
り
。）

⑯　

原
資
料
名
の
不
適
当
な
も
の
及
び
欠
け
て
ゐ
る
も
の
に
は
、

新
し
く
書
名
を
作
っ
て
つ
け
る
。

実
録
資
料
謄
写
の
方
法

1
、
書
名

　
　
〔
行
啓
録
〕一
字
ア
キ

／
＼
東
宮
職　
（
年
次
が
二
年
以
上
に
亘
る
場
合
は
資

料
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
と
る

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
治
―
年　
（
部
局
名
に
変
更
あ
れ
ば

そ
れ
に
従
っ
て
記
す

）

　
　
　
　

�

猶
、
史
料
の
検
索
の
た
め
、「
三
、
〇
〇
の
部
、
第

○
号
」
の
如
く
欄
外
に
ペ
ン
書
す
。

2
、
公
文
書
の
立
案
、
決
裁
の
欄
は
立
案
の
日
附
の
み
の
も
の

は
立
案
の
欄
を
、
両
者
日
附
の
あ
る
も
の
及
び
両
者
と
も

日
附
を
欠
く
も
の
は
決
裁
の
欄
を
書
す
。

　
　
　
　

決
裁
（
立
案
）
明
治
―
年
―
月
―
日

　
　
　
　
　

猶
、
日
附
の
記
入
な
き
時
は
そ
の
ま
ゝ
と
る
。

3
、
日
記
類
は
初
行
に
年
月
日
を
記
す
。
猶
、
日
記
の
記
事
は

一
応
日
毎
に
謄
写
し
て
を
く
。

4
、
公
文
書
等
に
収
め
る
新
聞
記
事
は
、
次
の
如
き
書
式
と
す
。

　
　
〔
行
啓
録
〕
／
＼
皇
太
后
宮
職

昭
和
―
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

○
東
京
朝
日
新
聞　
昭
和
―
年
月
日

月
―
日　
　

　
　
　

新
聞
そ
の
他
に
あ
る
写
真
、
図
は
、
○
写　
真
略　
○
図
略　

と
す
。

5
、
文
書
に
年
月
日
な
き
も
の
は
推
定
年
月
日
を
初
行
に
傍
註

〔　

〕。

6
、
編
者
の
註
記
は
す
べ
て
〔　

〕
分
註
、
傍
註
。

7
、
原
文
に
存
す
る
註
記
、
符
箋
の
類
は
必
要
の
も
の
の
み
と

る
。
そ
の
書
き
方
は
、〔
朱
書
〕　　

「
…
…
…
…
」　
　
　
〔
頭
註
〕　　

「
…
…
…
…
」　

等
と
す
。

8
、
中
略
は　
○
中

略
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9
、
印
書
は
印　

㊞
、
写
し
の
場
合
は〔
写
〕
印　
〔
写
〕
㊞

と
す
。

10
、
異
体
、
変
体
の
文
字
は
正
体
に
改
め
る
。
甚
し
く
略
し
た

字
は
通
用
の
も
の
に
改
め
る
。
塩
、
亀
等
通
用
の
略
字
は

こ
れ
を
用
ひ
る
。
誤
字
は
改
め
る
。

11
、
平
出
、
闕
字
は
行
は
ぬ
。
そ
の
他
、
原
則
と
し
て
資
料
に

従
ふ
が
、
便
宜
に
従
っ
て
変
更
す
る
こ
と
も
あ
る
。
例
へ

ば
人
名
表
、
時
間
表
等
の
字
配
は
適
宜
に
工
夫
し
必
ず
し

も
原
の
も
の
に
従
は
ぬ
。

12
、
原
文
の
抹
消
訂
正
せ
る
も
の
は
、
原
則
と
し
て
訂
正
字
句

の
み
書
す
。

13
、
伺
、
通
達
案
等
一
連
の
文
書
を
と
る
場
合
は
、
各
文
書
の

間
を
二
行
あ
け
る
。

　

さ
て
、
そ
れ
で
は
編
修
の
方
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
昭
和
二
八
年
八
月
段
階
の
編
修
状
況
は
、「
貞
明
皇
后

実
録
編
纂
概
要　

昭
和
二
八
年
八
月
」
に
よ
る
と
左
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。

　
　
　

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
概
要　
　
　
　

昭
和
二
八
年
八
月

一
、
編
修
計
画

　

1
、
体
裁　
　
　
　
　

編
年
史
料
体

　

2
、
成
功
年
限　
　
　

�

昭
和
二
六
年
九
月
よ
り
三
一
年
八
月

に
至
る
五
年
間

　

3
、
編
修
機
構
並
従
事
員

　

4
、
予
定
資
料
数　
　

六
万
枚

　

5
、
功
程�　
　
　
　
　

前
期
三
ヶ
年
（
昭
和
二
九
年
八
月
迄
）

を
資
料
採
蒐
、
後
期
二
ヶ
年
を
実
録
稿
本
及
び
附

属
資
料
（
御
年
譜
、
御
逸
事
篇
）
の
編
修
に
充
つ

二
、
編
修
経
過

　
（
Ａ
）資
料
の
捜
索
蒐
集	

採
蒐
資
料
枚
数　

五
三
、五
三
二
枚

　
　
　

一
、�

公
文
書
類
の
謄
写
採
取

　
　
　
　

1
、
官
報
資
料	

五
、九
〇
〇
枚

　
　
　
　
　

�

明
治
三
三
年
よ
り
昭
和
二
六
年
に
至
る　

六
二
四

冊

　
　
　
　

2
、
宮
内
省
々
報
資
料	

一
、〇
九
三
枚

　
　
　
　
　

明
治
四
三
年
よ
り
昭
和
一
七
年
に
至
る

　
　
　
　

3
、
公
文
書
類	

三
七
、五
二
一
枚

　
　
　
　
　

�

宮
内
庁
所
蔵
関
係
公
文
書
（
別
表
参
照
）
の
採
取

を
略
�
了
し
た
。

　
　
　
　
　
　

○
三
〇
〇
〇
冊
余
、
一
七
〇
〇
冊
程
度

　
　
　

二
、
典
侍
日
記
の
謄
写
採
取	

五
、八
〇
四
枚

　
　
　
　
　
　

�

明
治
三
三
年
よ
り
昭
和
二
六
年
に
至
る
中
、
明

治
三
三
年
以
降
大
正
八
年
迄
の
採
取
を
了
し
た
。

三
、�
御
縁
故
者
及
び
旧
側
近
者
の
談
話
聴
取　

五
三
名

　
　
　
　
　
　

�
要
聴
取
者
凡
そ
百
数
十
名
の
中
、
五
三
名
を
聴
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取
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
要
談
話
聴
取
者
名
簿
参
照
）

　
　
　

四
、
行
啓
関
係
資
料
の
調
査
採
訪　
　
　

約
一
五
ヶ
所

　
　
　

約
八
〇
〇
枚

　
　
　
　
　
　

主
要
行
啓
先
に
於
け
る
資
料
の
調
査
採
訪

　
　
　
　
　
　
　

�
長
野
県
庁
、
山
梨
県
庁
、
京
都
府
庁
、
京
都

市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

�

三
重
県
庁
、
松
坂
市
役
所
、
福
岡
県
庁
、
福

岡
市
役
所

　
　
　
　
　
　
　

�

大
日
本
蚕
糸
会
、
神
宮
司
庁
、
香
椎
宮
、
筥

﨑
宮

　
　
　
　
　
　
　

天
満
宮
、
宮
内
庁
京
都
事
務
所

　
　
　

五
、
大
宮
御
所
引
継
資
料
の
整
理
謄
写　
　

四
七
二
枚

　
　
　
　
　
　

�

約
二
〇
箱
の
中
、
主
要
な
六
箱
の
採
取
謄
写
を

了
し
た
。

　
　
　
　
　
　
（
大
宮
御
所
引
継
文
書
目
録
参
照
（
（
（

）

　
　
　

六
、
諸
家
所
蔵
資
料
の
借
用
と
副
本
作
成

　
　
　
　
　
　

�

東
久
世
秀
雄
氏
日
記
、
中
田
直
慈
氏
日
記
、
吉

田
鞆
子
氏
手
記
、
大
河
原
家
所
蔵
文
書
等
二
十

数
種
の
資
料
を
借
用
謄
写
し
、
貴
重
な
も
の
は

副
本
を
作
成
し
て
ゐ
る
。

七
、�

関
係
図
書
、
新
聞
、
雑
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
の

蒐
集
謄
写

　
　
　
　

1
、
単
行
図
書　
　
　

約
二
〇
部
（
約
一
〇
〇
〇
枚
）

　
　
　
　
　
　
　

�

貞
明
皇
后
、
供
奉
歌
日
記
、
筑
紫
行
啓
供
奉

之
記
、
そ
の
他　

各
地
行
啓
記
録
、
諸
家
伝

記
等

　
　
　
　

2
、
新
聞
記
事	

一
、〇
二
九
枚

　
　
　
　
　
　
　

�

東
京
日
々
そ
の
他
地
方
紙
の
関
係
記
事
の
渉

猟

　
　
　
　

3
、
雑
誌
類	

約
八
〇
点

　
　
　
　
　
　
　

�

婦
人
公
論
そ
の
他
崩
御
当
時
の
追
憶
記
事
、

関
係
御
事
業
の
機
関
誌
等

　
　
　
　

4
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類	

約
一
〇
点

　
　
　
　
　
　
　

�「
皇
太
后
陛
下
の
御
仁
慈
と
癩
予
防
事
業
」

そ
の
他

　
（
Ｂ
）
御
年
譜
及
び
附
表
等
の
編
纂
作
成

　
　
　

一
、
御
年
譜
の
作
成

　
　
　

二
、
行
啓
年
表
の
作
成

　
　
　

三
、
側
近
奉
仕
者
名
簿
の
作
成

　
　
　

四
、
新
聞
記
事
ス
ク
ラ
ッ
プ
の
作
成

　
　
　

五
、
参
考
文
献
目
録
の
作
成

　
（
Ｃ
）
現
在
の
状
況
と
今
後
の
予
定

　
　
　

一
、
資
料
の
蒐
集
謄
写
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1
、
公
文
書
類
の
採
取
謄
写

　
　
　
　
　
　
　

�

宮
内
庁
所
蔵
公
文
書
は
略
�
採
取
し
た
が
、

資
料
蒐
集
の
便
宜
上
採
取
を
見
合
せ
て
ゐ
た

拝
診
録
、
侍
医
寮
日
誌
の
採
取
を
行
ひ
、
又

他
部
局
保
管
の
公
文
書
中
、
未
済
資
料
の
有

無
を
検
討
し
て
臨
期
採
取
を
行
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　

予
定
枚
数　

五
〇
〇
枚
。

　
　
　
　

2
、
典
侍
日
記
の
採
取
謄
写

　
　
　
　
　
　
　

�

現
在
大
正
九
年
以
降
同
十
五
年
迄
の
謄
写
を

行
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
予
定
枚
数
は
約
二
〇

〇
〇
枚
に
し
て
、
本
年
中
に
謄
写
を
終
る
予

定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

�

昭
和
年
代
の
部
分
は
未
整
理
の
た
め
、
そ
の

採
取
謄
写
は
明
年
四
月
以
降
の
こ
と
ゝ
な
る

と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　

3
、�

談
話
聴
取
及
び
行
啓
関
係
資
料
の
調
査
採
訪

　
　
　
　
　
　
　

�

談
話
聴
取
は
都
内
及
び
鎌
倉
、
葉
山
、
大
宮

に
出
張
聴
取
の
予
定
。

　
　
　
　
　
　
　

�

行
啓
先
の
資
料
採
訪
は
今
秋
奈
良
大
阪
地
方

の
調
査
を
行
ひ
、
来
年
度
に
於
て
東
北
、
東

海
、
関
東
各
地
の
採
訪
を
行
ふ
予
定
で
あ
る
。

　
　
　
　

4
、
大
宮
御
所
引
継
文
書
の
謄
写

　
　
　
　
　
　
　

�

現
在
進
行
中
で
、
今
後
謄
写
す
べ
き
予
定
枚

数
は
約
六
〇
〇
枚
と
推
定
。

　
　
　
　
　

本
年
内
に
謄
写
を
終
へ
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
　

5
、
新
聞
記
事

　
　
　
　
　
　
　

�

東
京
日
々
新
聞
の
採
取
謄
写
中
で
、
現
在
明

治
年
間
の
謄
写
を
行
っ
て
ゐ
る
。
今
後
謄
写

予
定
数
は
三
〇
〇
枚
程
度
で
あ
る
。

6
、
大
正
天
皇
実
録
、
明
治
天
皇
紀
、
昭
憲
皇
太
后

実
録
所
収
資
料
の
謄
写

　
　
　
　
　
　
　

�

今
秋
以
後
新
に
着
手
す
べ
き
も
の
で
、
予
定

資
料
枚
数
は
三
〇
〇
〇
枚
程
度
と
推
定
さ
れ

る
。

　
　
　
　

7
、
東
宮
記
の
採
取
。

　
　
　
　
　
　
　

�

今
秋
、
東
山
御
文
庫
出
張
の
機
に
侍
従
職
よ

り
借
用
を
計
画
せ
る
も
の
で
、
そ
の
予
定
資

料
数
は
一
〇
〇
〇
枚
見
当
。

　
　
　
　

8
、
諸
家
所
蔵
資
料
の
調
査
と
借
用
資
料
の
謄
写
。

　
　
　
　
　
　
　

�

諸
家
所
蔵
資
料
の
調
査
新
蒐
を
行
ふ
と
共
に
、

借
用
中
の
資
料
の
謄
写
に
つ
と
め
る
。

9
、
関
係
図
書
、
雑
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
類
の
蒐
集

謄
写
。

　
　
　
　
　
　
　

�

書
陵
部
、
宮
内
庁
図
書
館
所
蔵
以
外
の
資
料
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の
採
訪
謄
写
。

　
　
　

二
、
御
年
譜
及
び
附
表
等
の
編
纂
作
成

　
　
　
　

1
、
御
年
譜
の
作
成

　
　
　
　
　
　
　

�

採
取
資
料
の
整
理
と
関
連
し
て
、
御
年
譜
を

作
成
す
る
予
定
。

　
　
　
　

2
、
側
近
職
員
名
簿
の
作
成

　
　
　

三
、
採
蒐
資
料
の
整
理

　
　
　
　
　
　

�

仮
定
の
資
料
採
蒐
準
則
を
確
定
し
、
採
取
資
料

の
取
捨
補
充
を
検
討
し
た
上
、
編
年
に
排
列
整

理
し
て
、
資
料
稿
本
の
草
案
を
作
成
す
る
。

　
　
　

四
、
今
後
の
方
法

　
　
　
　
　
　

�

職
員
の
分
担
区
分
、
資
料
の
数
量
、
予
算
関
係
、

仕
事
の
手
順
を
勘
案
し
て
今
後
の
編
修
の
運
営

を
考
慮
決
定
す
る
。

　
　
　
　

○�

昭
和
二
十
八
年
度
ま
で
に
採
取
可
能
な
る
資
料

約
七
、四
〇
〇
枚

　
　
　
　
　
　
　

公
文
書
類　
　
　
　
　
　
　
　

五
〇
〇
枚

　
　
　
　
　
　

○�

典
侍
日
記　

二
、〇
〇
〇
枚
（
採
取
指
定
ず
み
）

　
　
　
　
　
　

○�

大
宮
御
所
引
継
文
書　
　

六
〇
〇
枚
（
同
右
）

　
　
　
　
　
　

○
新
聞
記
事　
　
　
　
　
　

三
〇
〇
枚
（
同
右
）

　
　
　
　
　
　
　

大
正
天
皇
実
録
他　
　
　

 

三
、〇
〇
〇
枚

　
　
　
　
　
　
　

東　

宮　

記　
　
　
　
　

 

一
、〇
〇
〇
枚

　
　
　
　
　
　
　

借
用
資
料
の
謄
写

　
　
　
　

○�

現
在
の
人
員
を
以
て
資
料
謄
写
の
み
に
専
念
す
れ

ば
、
今
年
十
二
月
末
迄
に
謄
写
を
終
了
す
る
こ

と
ゝ
な
る
。

　
（
後
略
）

　

右
に
み
た
よ
う
に
資
料
採
集
の
基
準
が
明
確
化
さ
れ
て
編
修
が
進

む
と
、
今
度
は
編
修
要
綱
の
内
容
を
再
調
整
す
る
必
要
が
生
じ
て
き

た
。
そ
の
た
め
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
昭
和
二
六
年
八
月
付
で
確
認

さ
れ
た
「
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
要
綱
（
（
（

」
が
、
よ
り
詳
細
な
内
容
に
改

め
ら
れ
た
新
し
い
編
修
要
綱
が
確
定
し
た
。
そ
こ
で
左
に
新
し
い
編

修
要
綱
を
掲
げ
る
。

貞
明
皇
后
実
録
編
修
要
綱　
　
　
　
　
　
（
昭
和
三
十
年
一
月
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
月
九
日
修
正

Ａ
、
実
録
の
内
容
（
記
載
事
項
）

　

実
録
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
内
容
及
び
範
囲
は
次
の
如
し
。

　

一
、
御
一
身
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

�

御
名
、
父
母
、
誕
生
、
修
学
、
教
養
、
成
年
、
結
婚
、

叙
勲
、
御
産
、
皇
子
の
養
教
育
、
疾
病
（
御
仮
床
以
上
）、

崩
御
、
大
喪
、
陵
所
等
に
つ
い
て
記
載
す
る
。

　
　
　

�

但
し
修
学
の
中
東
宮
妃
時
代
の
御
日
課
は
最
初
の
場
合

と
そ
の
内
容
に
変
更
の
あ
っ
た
場
合
の
み
を
記
す
。

　

二
、
朝
儀
祭
祀
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�

恒
例
臨
時
の
朝
儀
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
皇
后
の
出
御
及

び
御
代
拝
の
あ
っ
た
場
合
に
限
る
。

　

三
、
行
啓

　
　
　

�
行
啓
中
の
こ
と
は
御
臨
席
、
御
視
察
、
御
参
拝
、
御
代

拝
、
御
対
面
、
賜
謁
、
贈
賜
、
御
会
食
、
御
陪
食
、
遊

行
等
を
記
載
す
る
。

　
　
　

�

但
し
、
御
避
暑
、
御
避
寒
等
の
場
合
は
、
御
日
常
に
準

じ
て
取
扱
ひ
、
御
対
面
、
賜
謁
、
贈
賜
の
こ
と
は
他
の

諸
項
に
規
定
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。

　

四
、
外
国
交
際

　
　
　

�

外
賓
接
待
、
外
人
引
見
、
御
陪
食
、
外
国
帝
室
・
外
国

元
首
及
び
外
人
と
の
書
信
物
品
の
贈
答
、
勲
章
の
受
贈

等
を
記
載
す
る
。

　

五
、
慈
恵
救
恤
及
び
軍
隊
慰
問

　
　
　
　
　

�

御
臨
席
、
御
視
察
、
賜
謁
、
御
使
差
遣
、
恩
賜
等
を
記

載
す
る
。

　

六
、
学
芸
産
業
及
び
社
会
事
業
御
奨
励

　
　
　

�

御
臨
席
、
御
視
察
、
賜
餐
、
賜
謁
、
御
使
差
遣
、
恩
賜

等
を
記
載
す
る
。

　

七
、
御
会
食
、
御
陪
食
、
宴
遊

　
　
　

�

前
諸
項
に
関
聯
あ
る
も
の
の
外
で
、
な
お
皇
后
の
臨
席

せ
ら
れ
た
も
の
は
全
て
記
載
す
る
。

　
　
　

�

但
し
御
陪
食
の
中
で
中
山
慶
子
、
柳
原
愛
子
の
場
合
を

除
き
、
御
相
伴
的
な
も
の
や
、
恒
例
の
宮
内
官
の
み
の

も
の
は
記
載
し
な
い
。

　

八
、
御
使
差
遣

　
　
　

�

前
諸
項
に
関
聯
あ
る
も
の
ゝ
外
で
、
慶
弔
、
危
篤
御
見

舞
、
海
外
渡
航
帰
朝
・
出
征
凱
旋
の
送
迎
、
社
寺
御
代

拝
、
年
祭
御
代
拝
等
の
御
使
差
遣
を
記
載
す
る
。

　

九
、
御
対
面
賜
謁

　
　
　

�

前
諸
項
に
関
聯
あ
る
も
の
ゝ
外
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
記
載
す
る
。

　
　
　

1
、
天
皇
・
皇
后
・
皇
太
后
と
の
御
対
面

　
　
　

2
、
官
吏
・
軍
人
等
の
任
転
免
に
伴
ふ
賜
謁

　
　
　

3
、
海
外
渡
航
帰
朝
及
び
出
征
凱
旋
に
伴
ふ
賜
謁

　
　
　

4
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

　

十
、
賜
謁

　
　
　

�

前
諸
項
に
関
聯
あ
る
も
の
ゝ
外
で
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
記
載
す
る
。

　
　
　

1
、
社
寺
に
対
す
る
下
賜
（
幣
帛
香
華
料
を
含
む
）

　
　
　

2
、
慶
弔
の
賜
謁

　
　
　
　
（
イ
）�

誕
生
、
命
名
、
着
帯
、
分
娩
、
婚
約
、
結
婚
、

賀
算
、
危
篤
、
死
去
、
葬
送
（
判
任
官
以
下
は
除

く
）
及
び
年
祭
等
に
対
す
る
も
の
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（
ロ
）�

皇
族
の
初
節
句
、
初
誕
辰
、
成
年
、
入
学
、

卒
業
、
初
任
及
び
親
任
官
・
親
補
職
就
任
に
対

す
る
も
の

　
　
　

3
、
海
外
渡
航
帰
朝
及
び
出
征
凱
旋
に
伴
ふ
賜
謁

4
、
転
免
に
伴
ふ
賜
謁
の
特
別
な
も
の
（
そ
の
範
囲
は

別
表
参
照
）

　
　
　

5
、
そ
の
他
特
に
理
由
の
あ
る
賜
謁

　
　
　
　
　

�

例
へ
ば
転
宅
、
新
築
、
出
火
、
類
焼
等
の
特
別
な

も
の
、
親
近
者
に
対
す
る
危
篤
以
外
の
病
気
御
尋

等

　

十
一
、
官
制

　
　
　
　

�

皇
后
の
附
属
職
司
の
設
置
沿
革
及
び
そ
の
長
（
大
夫
・

女
官
長
）
の
任
免
を
記
載
す
る
。

　

十
二
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

　

△
別
表

　
　
　

�

転
免
に
伴
ふ
贈
賜
は
皇
后
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
次
の

官
職
の
者
に
限
る
。

　
　

明
治
時
代

　
　
　

�

宮
内
大
臣
、
次
官
、
東
宮
大
夫
、
東
宮
侍
従
長
、
東
宮

侍
従
、
東
宮
主
事
、
東
宮
侍
講
、
拝
診
の
侍
医
、
皇
孫

御
養
育
掛
長
、
御
附
女
官
長
、
御
附
女
官
（
高
等
官
）

及
び
御
用
掛

　
　

大
正
時
代

　
　
　

�

宮
内
大
臣
、
次
官
、
皇
后
宮
大
夫
、
侍
従
長
、
侍
従
、

皇
后
宮
主
事
（
皇
后
宮
職
事
務
官
）、
拝
診
の
侍
医
、
東

宮
大
夫
、
皇
子
傳
育
官
、
澄
宮
附
御
養
育
掛
長
、
御
附

女
官
長
、
御
附
女
官
（
高
等
官
）
及
び
御
用
掛

　
　

昭
和
時
代

　
　
　

�

宮
内
大
臣
、
次
官
、
皇
太
后
宮
大
夫
、
皇
太
后
宮
職
事

務
官
、
拝
診
の
侍
医
、
皇
孫
御
養
育
掛
長
、
御
附
女
官

長
、
澄
宮
附
御
養
育
掛
長
、
御
附
女
官
（
高
等
官
）
及

び
御
用
掛

Ｂ
、
本
文
の
体
裁
と
記
述
の
形
式

　

Ⅰ
本
文
の
体
裁

　
　

一
、
本
文
は
な
る
べ
く
詳
密
に
記
述
す
る
。

　
　

二
、
文
体
は
文
語
体
に
よ
る
。

　
　

三
、
仮
名
は
平
仮
名
を
用
ひ
る
。

　
　

四
、
仮
名
遣
は
歴
史
的
仮
名
遣
に
よ
る
。

　
　

五
、
漢
字
は
当
用
漢
字
に
拘
ら
な
い
。

　
　

六
、�

敬
語
の
使
用
は
大
正
天
皇
・
貞
明
皇
后
及
び
各
時
代

の
天
皇
・
皇
后
・
皇
太
后
の
御
言
行
を
記
述
す
る
時
に

限
る
。
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七
、�

な
お
避
暑
避
寒
等
比
較
的
長
期
に
亘
る
御
用
邸
御
滞

在
の
場
合
は
、
本
文
の
日
附
の
下
に
「
葉
山
御
滞
在

中
」
等
の
印
を
捺
し
て
参
考
に
資
す
る
。

　

Ⅱ
記
述
の
形
式

　
　

一
、
人
名
の
記
述

1
、
皇
族
の
名
の
下
に
は
宮
号
を
割
註
で
記
し
、
又
本

文
の
内
容
よ
り
見
て
必
要
あ
る
時
は
官
公
職
名
を

冠
す
る
。

2
、�

皇
族
以
外
の
人
名
に
は
本
文
の
内
容
と
の
関
聯
に

於
い
て
適
当
な
る
官
公
職
名
と
爵
位
を
冠
す
る
。

3
、�

夫
人
の
名
に
は
そ
の
配
偶
者
の
官
公
職
名
・
爵
位

氏
名
を
冠
す
る
。

4
、�

官
公
職
及
爵
位
な
き
人
名
に
は
位
階
勲
等
若
し
く

は
前
官
公
職
名
等
を
冠
す
る
。

5
、�

漢
字
を
使
用
し
な
い
外
国
人
名
は
片
仮
名
を
用
ひ
、

官
報
若
し
く
は
公
文
書
に
従
っ
て
こ
れ
を
記
し
、

且
つ
官
公
職
名
等
を
冠
す
る
。

　
　

二
、
外
国
名
の
記
述

1
、
外
国
名
の
表
記
は
原
則
と
し
て
現
在
外
務
省
に
於

い
て
慣
用
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
に
従
ふ
。
但
し

「
連
合
王
国
」
の
如
き
一
般
的
で
な
い
も
の
は
之

を
避
け
て
、
一
般
通
用
の
「
イ
ギ
リ
ス
」
の
表
記

を
用
ひ
る
。

2
、
文
字
は
片
仮
名
を
用
ひ
る
。
な
ほ
英
米
仏
独
伊
の

如
く
一
般
に
漢
字
に
よ
る
略
称
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ

る
も
の
は
之
を
も
併
用
す
る
。

3
、�

政
体
の
変
化
そ
の
他
に
よ
り
国
名
の
変
更
さ
れ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
名
称
に
従
ふ
。

三
、�

地
名
、
建
造
物
名
そ
の
他
固
有
名
詞
の
名
称
は
全
て

当
時
の
名
称
に
従
っ
て
記
す
。

　
　

四
、
陵
墓
名
に
は
御
方
名
を
割
注
を
以
て
記
す
。

五
、
同
日
の
本
文
に
二
箇
以
上
の
事
項
を
含
む
時
は
、
原

則
と
し
て
皇
后
の
御
動
静
の
上
よ
り
見
て
直
接
的
な

も
の
を
先
に
記
し
、
間
接
的
な
も
の
は
そ
の
後
に
記

述
す
る
。

　
　
　
　

�

更
に
附
属
職
司
の
設
置
沿
革
及
び
そ
の
長
の
任
免
の

如
き
特
殊
の
事
項
を
記
す
場
合
は
改
行
し
て
末
尾
に

記
述
す
る
。

六
、�

時
間
等
を
記
す
場
合
に
資
料
に
よ
り
差
異
の
あ
る
時

は
原
則
と
し
て
官
報
乃
至
公
文
書
に
よ
る
。

七
、�

救
恤
金
の
下
賜
は
宮
内
大
臣
か
ら
の
通
達
の
日
に
か

け
て
之
を
記
述
す
る
。

Ｃ
、
資
料
の
配
列
と
記
載
の
形
式
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Ⅰ
資
料
の
配
列

　
　

一
、�

資
料
の
配
列
は
公
日
記
、
省
内
公
文
書
、
宮
内
省
省

報
、
官
報
、
他
官
公
庁
公
文
書
（
学
校
社
寺
を
含
む
）、

私
的
記
録
、
編
纂
物
、
新
聞
の
順
序
に
よ
る
。

　
　

二
、
更
に
公
日
記
及
び
省
内
公
文
書
の
順
序
は
次
の
如
し
。

　
　
　

1
、
公
日
記
の
順
序

　
　
　
　
　

明
治
時
代　

�

典
侍
日
記
、
両
長
日
記
、
常
侍
官
日

記
、
侍
従
日
記
（
東
宮
）、
庶
務
課

日
記
、
侍
従
日
記
、
皇
后
宮
職
日
記
、

侍
従
武
官
日
記

　
　
　
　
　

大
正
時
代　

�

典
侍
日
記
、
侍
従
日
記
、
侍
従
武
官

府
日
記
、
皇
太
后
宮
職
日
記

　
　
　
　
　

昭
和
時
代　

�

典
侍
日
記
、
皇
太
后
宮
職
日
記
、
侍

従
日
記
、
皇
后
宮
職
日
記
、
省
中
日

記

　
　
　

2
、
省
内
公
文
書
の
順
序

　
　
　
　
　

�

省
内
公
文
書
は
附
属
部
局
扱
文
書
を
先
掲
し
、
他

は
本
文
の
内
容
と
の
関
係
に
応
じ
て
適
宜
配
列
す

る
。

　

Ⅱ
記
載
の
形
式

　
　

一
、
資
料
名
の
記
載

1
、�

資
料
名
は
〔
原
名
〕
を
掲
げ
、
そ
の
下
に
次
の
こ

と
を
附
記
す
る
。

　
　
　
　
（
イ
）、
省
内
公
文
書
に
は
取
扱
部
局
名
及
び
年
次

　
　
　
　
（
ロ
）、
省
外
所
蔵
の
未
刊
資
料
に
は
所
蔵
者
名

（
ハ
）、�

刊
本
及
び
手
記
の
類
に
は
必
要
に
応
じ
て
編

著
者
或
は
記
者
名

（
ニ
）、�

他
書
に
引
用
も
し
く
は
所
収
の
資
料
に
は
出

典
名

2
、�

官
報
及
び
新
聞
は
そ
の
下
に
発
行
年
月
日
を
、
宮

内
省
省
報
は
発
行
年
月
を
附
記
す
る
。

3
、�

典
侍
日
記
は
そ
の
下
に
清
書
本
、
草
稿
本
の
別
を

附
記
す
る
。

　
　

二
、
日
附
の
記
載

1
、
公
文
書
は
初
め
に
決
裁
の
日
附
を
記
載
す
る
。
決

裁
の
日
附
不
明
の
場
合
は
立
案
の
日
附
を
記
載
し
、

決
裁
・
立
案
共
に
日
附
不
明
の
場
合
は
空
欄
の

ま
ゝ
決
裁
の
欄
を
記
載
す
る
。

2
、�

文
書
に
日
附
の
記
載
な
き
も
の
は
他
の
資
料
に
基

い
て
〔
年
月
日
〕
を
初
め
に
註
記
す
る
。

　
　
　

3
、
日
記
類
は
初
め
に
年
月
日
を
記
す
。

三
、
原
文
に
存
す
る
註
記
・
付
箋
の
類
は
必
要
と
認
め
ら

れ
る
も
の
の
み
を
記
し
、〔
朱
書
〕〔
頭
註
〕
等
と
註

記
す
る
。
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四
、�

原
文
の
異
体
・
変
体
の
文
字
は
原
則
と
し
て
通
用
の

も
の
に
改
め
、
又
明
か
な
誤
字
は
訂
正
す
る
。

五
、�
原
文
を
省
略
す
る
場
合
は
、
○
中
略　
○
下
略　
○
次
第
略　
○
図
略

等

と
註
記
す
る
。

六
、
原
文
の
平
出
・
闕
字
は
、
こ
れ
を
行
は
な
い
。

七
、
編
修
者
の
註
記
は
全
て
〔　

〕
で
囲
み
、
分
註
・
傍

註
と
す
る
。

Ｄ
、
年
譜
の
内
容

　
　

�

年
譜
に
記
載
す
る
事
項
は
本
文
に
記
述
し
た
事
項
の
外
、

更
に
次
に
掲
げ
る
も
の
を
含
む
。

一
、
御
用
邸
御
滞
在
中
の
近
郊
御
散
策
（
地
名
の
明
か
な

る
も
の
）

　
　

二
、
皇
子
御
殿
へ
の
御
成

　
　

三
、
御
養
蚕
所
へ
の
御
成

　
　

四
、
皇
室
及
び
国
家
の
大
事

三
　
編
修
の
経
緯

　

こ
こ
で
は
ま
ず
最
初
に
「
貞
明
皇
后
実
録
」
の
編
修
が
全
体
的
に

ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
「
編
修
経
過
」
と
題
す
る
文

書
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
確
認
し
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

編　

修　

経　

過

　

年 　

月

二
六
、一
一

著
手
、
こ
れ
よ
り
三
十
年
四
、
五
月
の
頃
ま
で
、

専
ら
資
料
の
蒐
集
・
謄
写
を
行
う
。

長
野
県
下
に
出
張
、
始
め
て
行
啓
先
の
資
料
採
訪

及
び
談
話
聴
取
を
行
う
。

二
九
、　

五

編
修
要
綱
成
る
。

〃　

 

七

こ
れ
よ
り
三
十
年
九
月
に
至
る
ま
で
、
編
修
要
綱

に
準
拠
し
て
採
蒐
済
資
料
の
整
理
を
行
う
、
又
新

資
料
の
採
取
謄
写
も
引
続
き
行
う
。

三
〇
、　

一

本
文
原
案
の
執
筆
を
始
め
る
。

〃　

 

四

採
蒐
資
料
枚
数
約
八
一
、〇
〇
〇
枚
に
達
す
。

〃 

一
〇

本
文
原
案
の
執
筆
を
増
強
。

年
譜
編
修
の
準
備
を
始
め
る
。

三
一
、　

二

年
譜
編
修
要
綱
成
る
。

年
譜
原
案
の
作
成
に
著
手
。

三
一
、　

五

こ
れ
よ
り
御
事
蹟
談
話
集
の
印
書
を
開
始
す
る（
三

十
二
年
五
月
に
至
り
中
止
）　

三
一
、一
一

京
都
方
面
行
啓
先
の
資
料
採
訪
を
行
う
（
資
料
採
訪

出
張
の
最
終
回
）　

三
二
、　

一

本
文
原
案
四
十
五
ヶ
年
年
譜
原
案
全
年
度
成
る
。
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採
蒐
資
料
枚
数
九
〇
、二
〇
〇
枚
に
達
す
。

〃　
 

二

こ
れ
よ
り
本
文
原
案
の
校
閲
、
訂
正
及
び
検
討
を

始
め
、
逐
次
定
稿
を
作
成
す
。

〃　

 
八

本
文
の
印
書
に
著
手
し
、
定
稿
の
成
る
に
従
つ
て

印
書
す
。

〃　

 

九

本
文
の
浄
書
を
始
め
る
。

〃 

一
一

入
江
相
政
氏
よ
り
談
話
聴
取
（
談
話
聴
取
の
最
終
回
）。

三
三
、　

一

昭
和
二
十
一
年
以
降
の
本
文
原
案
の
執
筆
に
著
手
。

〃　

 

八

右
原
案
の
作
成
成
る
。

本
文
原
案
の
校
閲
並
に
訂
正
、
検
討
を
完
了
す
。

編
修
資
料
の
整
備
を
終
え
る
。

採
蒐
資
料
九
一
、
〇
〇
〇
枚
に
達
す
。

〃 

一
〇

本
文
浄
書
終
る
。

　

実
録
原
本
の
製
本
を
始
め
、
十
一
月
至
つ
て
完
成

す
。

〃 

一
一

本
文
印
書
完
了
。

実
録
印
書
本
の
製
本
に
著
手
。

三
四
、　

一

年
譜
原
案
の
修
訂
に
著
手
。

〃　

 

二

実
録
印
書
本
の
製
本
な
る
。

〃　

 

三

事
業
の
終
了
を
報
告
す
。

御
事
蹟
談
話
集
の
印
書
を
再
び
始
め
る
。

〃　

 

四

天
皇
皇
后
両
陛
下
（
四
、
廿
五
）、
皇
太
子
殿
下
（
四
、

廿
七
）
に
実
録
捧
呈

〃　

 

五

年
譜
印
書
に
著
手
。

〃　

 

八

年
譜
校
閲
、
訂
正
を
行
う
。

年
譜
印
書
成
る
。

〃　

 

九

参
考
資
料
類
の
整
理
そ
の
他
残
務
整
理
を
行
う
。

年
譜
製
本
成
る
。

三
四
、　

九

参
考
資
料
類
の
製
本
成
る
。

三
四
、一
二

天
皇
皇
后
両
陛
下
・
皇
太
子
殿
下
（
一
二
・
八
）
に

年
譜
捧
呈
。

　

つ
ぎ
に
「
貞
明
皇
后
実
録
」
は
、
ど
の
よ
う
な
資
料
で
編
修
さ
れ

た
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。
宮
内
庁
や
中
央
・
地
方
の
行
政
機
関
、

行
啓
先
の
資
料
な
ど
豊
富
な
資
料
を
蒐
集
し
て
い
た
こ
と
は
、
編
修

要
綱
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
数
多
く

の
資
料
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た

い
。

　

①
ま
ず
、
最
初
に
談
話
聴
取
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
談
話
聴

取
者
の
選
定
に
つ
い
て
は
、「
貞
明
皇
后

実
録
関
係　

要
談
話
聴
取
者
名
簿
」
で
は

談
話
聴
取
者
を
次
の
よ
う
に
分
け
て
い
る
。

　
　
　
　

記
載
者
の
範
囲

一　

御

親

族　
　

御
兄
弟
、
御
姪
の
一
部
等

一　

旧
奉
仕
者　
　

�

秋
萩
会
、
青
山
会
（
含
有
資
格
者
）、
山
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笑
会
等
の
会
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
女
嬬
及
大
膳
関
係
の
一
部

一　

御
事
業
関
係　
　

�

蠶
糸
、
救
癩
、
民
生
委
員
、
灯
台
関
係

一　

御

学

友　
　

三
五
会
員

一　

そ
の
他
特
殊
な
縁
故
者

　

で
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
人
々
か
ら
聴
取
を
行
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
で
左
に
談
話
聴
取
者
の
名
前
を
あ
げ
て
み
た
い
。
な

お
、
こ
の
中
に
は
手
記
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
名
前

を
み
る
と
、
血
縁
関
係
者
、
宮
内
庁
長
官
・
宮
内
次
官
・
侍
従
長
・

侍
従
武
官
長
な
ど
宮
内
省
（
庁
）
の
関
係
者
、
養
蚕
の
関
係
者
な
ど
、

七
五
名
の
方
々
か
ら
談
話
聴
取
が
行
わ
れ
、
既
述
し
た
基
準
に
沿
っ

た
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
な
お
、「
○
」
印
の
意
味
不

明
。

　
　
　
　
　
　
　

談
話
聴
取
人
名

氏　

名

聴
取
年
月
日

　
　
　
　
　

昭
和　
　

年　

月　

日

1　

御　

学　

友

青
柳
文
子

三
〇
、一
一
、一
一

2　

元　

侍　

医

荒
井
恵

二
八
、　

六
、　

五

3　

元
臨
時
皇
后
宮
職
御
用
掛

有
泉
善
三

二
八
、　

五
、　

七

4　

元
日
本
女
子
大
学
校
長

○
井
上
秀
子

三
二
、　

二
、　

一

5　

侍　
　
　

従

入
江
相
政

三
二
、一
一
、一
八

6　

元
皇
太
后
宮
女
嬬

入
谷
恒
子

三
〇
、　

三
、一
六

7　

元
皇
太
后
宮
職
嘱
託

植
万
吉

三
一
、　

三
、一
五

8　

御　

学　

友

上
野
淑
子

二
八
、　

四
、　

九

9　

元
侍
従
長

大
金
益
次
郎

（
手
記
）

三
一
、　

四
、一
〇

（
寄
稿
）

10　

御
里
親
大
河
原
家
当
主

大
河
原
幸
作

二
七
、　

三
、一
二

11　

御　

実　

妹

大
谷
紝
子

二
七
、　

三
、三
〇

12　

元
皇
太
后
宮
女
嬬

多
輝
子

三
〇
、　

三
、二
三

13　

元
皇
太
后
宮
大
夫

大
谷
正
男

二
七
、　

一
、一
一

14　

元
皇
太
后
宮
職
御
用
掛

小
野
八
千
雄

二
六
、一
一
、一
九

15　

元　

侍　

医

小
原
辰
三

三
〇
、　

三
、　

三

16　

東
京
大
学
名
誉
教
授

筧
克
彦

二
七
、　

九
、一
九

17　

元
皇
太
后
宮
女
嬬

梶
田
治
子

二
八
、一
〇
、二
一

18　

元
皇
太
后
宮
権
女
嬬

片
岡
登
美

（
手
記
）

二
八
、　

九
、　

八

（
寄
稿
）

19　

元
宮
内
次
官

加
藤
進

三
一
、　

三
、一
三

20　

元　

侍　

従

加
藤
泰
通

二
八
、　

五
、一
四

21　

元　

子　

爵

唐
橋
在
知

二
七
、　

三
、二
八

22　

元
権
命
婦

川
上
民
枝

二
七
、　

三
、二
九

23　

掌　

典　

長

甘
露
寺
受
長

三
〇
、　

四
、一
九

24　

霞
会
館
京
都
支
所
長

清
岡
長
言

二
七
、　

三
、二
五

25　

瑞
龍
寺
門
跡

九
条
日
浄

二
七
、　

三
、二
五
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26　

御　

実　

弟

九
条
良
叙

二
七
、　

四
、二
二

27　

御　

実　

兄
（
元
男
爵
）

九
条
良
政

二
六
、　

七
、一
九

28　

元　

侍　

従

黒
田
長
敬

二
七
、一
二
、　

七

29　

元　

侍　

従

小
松
行
一

二
八
、　

八
、　

六

30　

海
上
保
安
庁
灯
台
部

○
坂
本
宇
三
郎
外

三
〇
、　

四
、二
七

31　

甲
府
常
磐
ホ
テ
ル
経
営
者

笹
本
イ
ツ
一
家

二
七
、　

一
、二
四

32　

御　

実　

妹

渋
谷
蓬
子

二
七
、　

三
、二
六

33　

元
皇
太
后
宮
女
官
長

清
水
谷
英
子
外

二
七
、　

五
、　

七

34　

元　

宮　

内　

次　

官

○
白
根
松
介

三
〇
、　

三
、　

九

35　

故
侍
従
長
鈴
木
貫
太
郎
夫
人

鈴
木
孝
子

三
〇
、　

三
、　

九

36　

故
宮
内
次
官
関
屋
貞
三
郎
夫
人

関
屋
衣
子

二
八
、　

三
、一
二

37　

元　

典　

侍

竹
屋
津
根
子

二
六
、一
二
、一
一

・
一
二
（
両
日
）

38　

前
宮
内
庁
長
官

田
島
道
治

三
二
、　

三
、二
六

39　

元
御
所
寄
人

千
葉
胤
明

二
六
、一
二
、　

七

40　

元　

権　

命　

婦

津
崎
矩
子

二
七
、一
二
、　

九

41　

元
御
歌
所
寄
人

○
鳥
野
孝
次

三
〇
、　

四
、一
一

42　

御　

学　

友

永
井
末
子

二
六
、一
二
、　

六

43　

元
日
本
赤
十
字
社
副
社
長

中
川
望

三
〇
、　

二
、二
五

44　

御　

学　

友

中
島
八
千
子

三
〇
、　

三
、二
四

45　

山
梨
県
蚕
糸
課
長

中
楯
壱
兵

二
七
、　

一
、二
六

46　

御　

学　

友

鍋
島
清
子

二
七
、一
二
、　

五

47　

元
侍
従
武
官
長

奈
良
武
次

二
八
、　

三
、　

五

48　

元　

命　

婦

西
京
子

二
七
、　

四
、一
八

・
二
五
（
両
日
）

49　

元　

侍　

医

西
川
義
方

二
七
、　

三
、　

六

50　

御　

学　

友

二
宮
生
子

三
〇
、　

三
、二
四

51　

藤
楓
協
会
常
務
理
事

浜
野
規
矩
雄

三
一
、　

二
、二
一

52　

大
日
本
蚕
糸
会
役
員

早
川
卓
郎
外

二
七
、　

二
、　

六

53　

元
満
洲
国
宮
内
官

林
出
賢
次
郎
外

三
〇
、　

六
、二
一

54　

元
全
日
本
民
生
委
員
聯
盟
会
長

原
泰
一

二
八
、　

四
、一
五

55　

元
東
宮
武
官
・
侍
従
武
官

尾
藤
知
勝

二
九
、　

一
、三
〇

56　

元　

侍　

従　

長

○
百
武
三
郎
夫
妻

三
〇
、　

三
、三
一

57　

京
都
事
務
所
殿
部

平
井
三
良

二
六
、　

七
、一
八

58　

元
皇
后
宮
大
夫
兼
侍
従
次
長

○
広
幡
忠
隆

三
〇
、　

三
、三
〇

59　

元
皇
太
后
宮
職
属

藤
間
卯
吉

三
一
、　

三
、二
〇

60　

元
皇
太
后
宮
大
夫

坊
城
俊
良

二
八
、　

四
、三
〇

61　

元　

掌　

侍

穂
積
英
子

二
八
、　

三
、一
九

62　

御　

学　

友

町
野
登
幾
子

二
七
、　

九
、一
八

63　

故
宮
内
大
臣
松
平
恒
雄
夫
人

松
平
信
子

二
七
、　

二
、二
一

64　

元　

侍　

医

○
万
里
小
路
元
秀

二
八
、　

三
、二
六

65　

御
木
本
幸
吉

二
七
、　

八
、一
八

66　

元
侍
医
寮
御
用
掛

○
水
原
豊

三
〇
、　

三
、一
八

67　

長
島
愛
生
園
所
長

光
田
健
輔

二
七
、　

三
、三
一
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68　

元
宮
中
顧
問
官

三
室
戸
敬
光

二
六
、一
二
、一
九

69　

元
宗
秩
寮
総
裁

武
者
小
路
公
共

二
八
、　

四
、　

二

70　

元
九
条
家
々
臣

森
津
倫
雄

三
〇
、　

四
、　

四

71　

古
奈
三
養
荘
支
配
人

師
岡
和
賀

三
一
、　

三
、三
〇

72　

御　

学　

友

柳
原
花
子

二
八
、　

五
、二
五

73　

元　

侍　

医

山
川
一
郎

二
八
、　

八
、　

五

74　

元
皇
太
后
宮
職
御
用
掛

山
中
貞
子

二
七
、　

八
、　

六

75　

元
皇
太
后
宮
職
御
用
掛

吉
田
鞆
子

二
七
、　

一
、二
二

②
つ
ぎ
に
参
考
文
献
を
左
に
記
す
。

　
　

貞
明
皇
后
実
録
附
属
資
料

一
、
副
本
類
を
作
成
し
た
も
の
。　
　
　
　
　
　

計　

二
〇
冊

冊

1
、
皇
儲
紀
略　

桑
野
鋭
稿

三
桑
野
明
所
蔵

2
、
中
田
直
慈
在
職
日
記

四
中
田
薫
所
蔵

3
、�

大
森
鐘
一
職
事
留　

大
正
十
三
年
―
昭
和
二
年

一
大
森
俊
一
所
蔵

4
、
大
森
鐘
一
紀
行

一
同

　
　
　
　

大
正
十
一
年
九
州
行
啓
記
事

　
　
　
　

大
正
十
一
年
伊
勢
京
都
行
啓
記
事

　
　
　
　

大
正
十
三
年
京
都
行
啓
記
事

　
　
　
　

関
東
大
震
災
記
事

5
、
御
茶
室
日
記　

東
久
世
秀
雄
記

一
東
久
世
秀
禧
所
蔵

6
、
吉
田
鞆
子
手
記

二
吉
田
鞆
子
所
蔵

　
　
（
上
冊
）�

大
正
八
年
五
月
京
都
行
啓
供
奉
之
記

　
　
　
　
　
　

�

大
正
十
二
年
九
月
一
日
大
地
震
之

記

　
　
　
　
　
　

昭
和
十
年
四
月
大
宮
御
所
秘
録

　
　
　
　
　
　

�

昭
和
十
五
年
六
月
大
宮
御
所
秘
録

　
　
　
　
　
　

御　

逸　

事　
（
御
仁
慈
）

　
　
　
　
　
　

御　

逸　

事　
（
お
く
つ
ろ
ぎ
）

　
　

（
下
冊
）
御
所
の
年
中
行
事
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

神
事
に
関
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　

御
所
の
故
事
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

御
袿
、
重
ね
の
御
色
目

7
、
公
家
言
葉
集
存
・
同
追
加

一
吉
田
鞆
子
所
蔵

8
、�

筧
克
彦
蔵
貞
明
皇
后
御
歌　

附
大
正
の
皇
后

御
歌
謹
釈

一
筧
克
彦
所
蔵

9
、
神
な
が
ら
の
道
御
進
講
日
割

一
筧
克
彦
稿

10
、
小
野
八
千
雄
覚
書　

附
公
爵
九
条
家
家
憲

一
小
野
八
千
雄
所
蔵

11
、
貞
明
皇
后
を
偲
び
奉
り
て　

原
泰
一
稿

一
原
泰
一
所
蔵

12
、
天
台
烏
薬
育
成
日
誌

一
静
岡
県
林
政
課
所
蔵

13
、
皇
太
后
陛
下
松
坂
行
啓
誌

一
松
坂
市
役
所
所
蔵

14
、
東
寺
行
啓
記
事

一
東
寺
回
答



280明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 51 号〕平成 26 年 11 月

二
、
雑
誌
記
事
等
を
切
抜
き
又
は
転
写
し
て
製
本
し
た
も
の　

　
　
　
　
　

計　

三
〇
冊

1
、
貞
明
皇
后
様
の
御
事
ど
も

一
荒
井
恵

星
光

2
、
大
正
天
皇
御
臨
終
記

一
入
沢
達
吉

文
芸
春
秋

3
、
皇
太
后
陛
下
を
偲
び
奉
り
て
一
片
岡
登
美

桃
李
（
昭
和
二
六
年
七

月
号
）

4
、
貞
明
皇
后
の
御
敬
神

　
　
　

附
、
宮
中
の
お
ま
つ
り

一
森
津
倫
雄

敬
神
婦
人
（
昭
和
二
六

年
第
四
号
）

5
、
天
皇
家
の
人
々

一
雍
仁
親
王

文
芸
春
秋
（
昭
和
二
六

年
六
月
号
）

6
、
灯　
　

光

一

（
灯
台
記
念
日
特
集
号

昭
和
二
五
年
）

7
、
貞
明
皇
后
を
偲
び
ま
つ
り
て
一
坊
城
俊
良

済
寧
（
昭
和
二
六
年
五

月
号
）

8
、
貞
明
皇
后
追
悼
特
集

一

新
民
（
昭
和
二
六
年
六

月
号
）

9
、
宮
廷
奉
仕
三
十
年

一
西
川
義
方

改
造
（
昭
和
二
六
年

新
春
特
別
増
刊
）

10
、
ふ
か
み
ど
り

一
常
磐
会

（
昭
和
二
七
年
四
月
三

日
発
行
）

11
、
亡
き
母
上
を
偲
ぶ

一
雍
仁
親
王

婦
人
公
論
（
昭
和
二
六

年
七
月
号
）

12
、�

皇
太
后
陛
下
の
御
遺
徳
を
偲

び
奉
る

一
波
多
野
隆
雄
済
寧
（
昭
和
二
六
年
七

月
号
）

13
、
済　
　

寧

一
皇
宮
警
察

（
昭
和
二
六
年
六
月
号
）

14
、
皇
太
后
様
の
御
こ
と
ど
も

一
関
屋
衣

婦
人
之
友
（
昭
和
二
六

年
七
月
号
）

15
、
皇
太
后
さ
ま
と
小
石
丸

一
佐
々
木
慶
蔵
キ
ン
グ
（
昭
和
二
六
年

八
月
号
）

16
、�

皇
太
后
さ
ま
の
秘
め
ら
れ
た

御
生
涯

一
坊
城
信
彦

主
婦
と
生
活
（
昭
和
二

六
年
八
月
号
）

17
、�

忘
れ
得
ぬ
皇
太
后（
貞
明

皇
后
）
さ

ま

一

主
婦
之
友
（
昭
和
二
六

年
八
月
号
）

18
、�

御
他
界
遊
ば
し
た
皇
太
后
さ

ま
を
偲
ぶ

一
座
談
会
松
平

信
子
外

婦
人
生
活
（
昭
和
二
六

年
八
月
号
）

19
、�

貞
明
皇
后
に
仕
え
た
女
官
た

ち

一
小
森
三
千
代
女
性
改
造
（
昭
和
二
六

年
七
、
八
月
合
併
号
）

20
、�

貞
明
皇
后
さ
ま
の
御
遺
徳
を

偲
び
て

一
烏
丸
花
子

婦
人
倶
楽
部
（
昭
和
二

六
年
八
月
号
）

21
、�
姉
君
大
宮
様
は
こ
ん
な
お
人

だ
つ
た

一
九
条
良
叙

婦
人
倶
楽
部
（
昭
和
二

六
年　

講
和
記
念
臨
時

号
）

22
、
よ
き
日
本
の
お
ば
ば
様

一
関
屋
衣
外

サ
ン
デ
ー
毎
日
（
昭
和
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二
六
年
六
月
三
日
号
）

23
、
貞
明
皇
后
と
黄
八
丈

一

サ
ン
デ
ー
毎
日
（
昭
和

二
七
年
六
月
八
日
号
）

24
、
人
間
皇
太
后
さ
ま

一
長
田
幹
彦

週
刊
朝
日
（
昭
和
二
六

年
六
月
三
日
号
）

25
、�

皇
太
后
さ
ま
の
御
遺
体
は
ど

う
保
存
さ
れ
る
か

一
森
春
太
郎

月
刊
読
売
（
昭
和
二
六

年
七
月
一
五
日
号
）

26
、
貞
明
皇
后
各
所
行
啓
記
事
集
一

　
　
　

西
本
願
寺
行
啓
記
事

教
海
一
瀾
（
大
正
一
一

年
六
七
七
号
）

　
　
　

神
宮
皇
学
館
行
啓
記
事

久
保
平
三
郎
同
校
校
友
会
誌
（
勢
陽

第
一
三
号
）

　
　
　

�

京
都
女
子
高
等
専
門
学

校
行
啓
記
事

同
校
校
友
会
誌
（
大
正

一
四
年
三
月
号
）

　
　

�　

皇
太
后
陛
下
の
御
敬
神

　

�（
昭
和
十
二
年
関
西
行
啓

記
事
）

飯
田
秀
真

神
社
協
会
雑
誌
（
昭
和

一
二
年
八
・
九
月
号
）

27
、
鞍
馬
寺
行
啓
記
事

一
信
楽
真
純

く
ら
ま
（
第
四
巻
第
一

号
）

28
、
皇
太
后
陛
下
を
仰
ぎ
奉
り
て
一
千
葉
胤
明

宗
教
維
新
（
昭
和
一
六

年
三
月
号
）

29
、��

皇
太
后
陛
下
と
神
な
か
ら
の
一
筧
克
彦

神
社
新
報
選
集
（
昭
和

　
　

道

三
一
年
版
）

30
、
貞
明
皇
后
と
民
生
委
員
制
度
一

三
、
新
聞
記
事
等
ノ
切
抜
帳　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
六
冊

四
、
写
真
ア
ル
バ
ム　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
冊

　
　
　

蒐
集
、
寄
贈
の
御
写
真
等
を
整
理
貼
付
す

五
、
大
宮
御
所
引
継
書
類	

十
八
冊

　

1
、
皇
族
関
係
雜
書
類	

一
冊

　

2
、
都
内
行
啓
関
係
（
一
）
日
赤
総
会	

二
冊

　

3
、
同	

（
二
）
愛
国
婦
人
会
総
会	

二
冊

　

4
、
同	

（
三
）
各
種
博
覧
会
・
展
覧
会	

一
冊

　

5
、
同	

（
四
）
其
ノ
他	

二
冊

　

6
、
地
方
行
啓
関
係		

三
冊

　

7
、
宮
内
省
巡
回
救
療
班
関
係
外	

一
冊

　

8
、
救
癩
関
係
外		



一
冊

　

9
、
外
国
人
に
対
す
る
御
言
葉
案
大
正
年
間	

一
冊

　

10
、
外
国
交
際
関
係
雑
書
類	

一
冊

　

11
、
御
進
講
控		



二
冊

　

12
、
雑
々
書
類		



一
冊
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右
に
み
る
よ
う
に
「
貞
明
皇
后
実
録
」
の
編
修
に
際
し
て
は
、
奥

向
き
及
び
宮
内
省
（
府
・
庁
）
内
外
の
資
料
を
実
に
幅
広
く
渉
猟
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
右
に
確
認
し
た
資
料
以
外
に
も
編

修
資
料
と
し
て
数
多
く
の
資
料
が
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
貞
明
皇
后

実
録　

　

資
料
目
録
」
の
「
一
般
資
料
」、「
雑
資
料
日
録
」、「
秩
父

宮
殿
下
資
料 1953.2.17
」、「
青
山
御
所
御
日
記
」
な
ど
か
ら
確
認

で
き
る
。

四
　「
貞
明
皇
后
実
録
」
の
完
成

　

昭
和
三
四
年
三
月
三
〇
日
付
で
書
陵
部
長
西
原
英
次
か
ら
宮
内
庁

長
官
宇
佐
美
毅
宛
に
「
貞
明
皇
后
実
録
の
奉
呈
に
つ
い
て
」
と
の
伺

書
が
提
出
さ
れ
た
。
な
お
、
天
皇
皇
后
並
び
に
皇
太
子
へ
の
奉
呈
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
年
四
月
二
五
日
と
二
七
日
に
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

貞
明
皇
后
実
録
の
奉
呈
に
つ
い
て

昭
和
三
十
三
年
度
生
産
品
取
得
通
知
書
第
一
号
に
よ
り
取
得
し

た
貞
明
皇
后
実
録
抄
本
五
部
二
六
〇
部
の
三
部
一
五
六
冊
を
左

記
の
と
お
り
両
陛
下
並
に
皇
太
子
殿
下
に
奉
呈
し
て
よ
ろ
し
い

か
伺
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

奉
呈
先

　

天
皇
陛
下	

一
部	

五
二
冊

　

皇
后
陛
下	

一
部	

五
二
冊

　

皇
太
子
殿
下	

一
部	

五
二
冊

　
　
　
　
　
　

計	

三
部	

一
五
六
冊

　

そ
し
て
、
昭
和
三
四
年
三
月
三
一
日
付
で
書
陵
部
長
西
原
英
次
か

ら
宮
内
庁
長
官
宇
佐
美
毅
へ
「
貞
明
皇
后
実
録
編
修
事
業
終
了
報

告
」
と
題
す
る
も
の
が
提
出
さ
れ
た
。

　
　
　

昭
和
三
四
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

書
陵
部
長　

西　

原　

英　

次

　
　

宮　

内　

庁　

長　

官

　
　
　

貞
明
皇
后
実
録
編
修
事
業
終
了
に
つ
い
て
報
告

貞
明
皇
后
実
録
正
本
一
部
二
百
九
十
三
冊
並
に
同
抄
本
五
部
二

百
六
十
冊
（
一
部
五
十
二
冊
）
今
般
一
応
完
成
し
た
の
で
、
別

紙
編
修
事
業
終
了
報
告
を
そ
え
て
報
告
い
た
し
ま
す
。

（
表
紙
）

貞
明
皇
后
実
録
編
修
事
業
終
了
報
告

（
本
文
）

　
　
　
　
　

貞
明
皇
后
実
録
編
修
事
業
終
了
報
告

予
て
編
修
を
進
め
て
き
た
貞
明
皇
后
実
録
は
本
年
二
月
末
に
至

り
一
応
完
成
し
た
の
で
、
こ
ゝ
に
そ
の
編
修
概
要
を
略
記
し
て
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事
業
終
了
の
報
告
と
い
た
し
ま
す
。

本
実
録
編
修
事
業
は
去
る
昭
和
二
十
六
年
八
月
、
貞
明
皇
后
崩

御
の
後
間
も
な
く
、
天
皇
皇
后
両
陛
下
を
始
め
皇
族
方
の
御
追

孝
の
思
召
に
沿
つ
て
急
に
そ
の
立
案
を
行
い
、
つ
い
で
同
年
十

一
月
よ
り
最
低
五
箇
年
の
予
定
を
以
て
編
修
に
著
手
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。
爾
來
編
修
課
長
統
轄
の
下
に
編
修
課
の
全
員
が
之

に
従
い
、
一
同
協
力
し
て
そ
の
完
成
を
図
り
、
こ
ゝ
に
漸
く
実

録
正
本
一
部
二
百
九
十
三
冊
（
総
枚
数
七
万
六
千
四
百
八
十
二
枚
）

並
に
同
抄
本
五
部
二
百
六
十
冊
（
一
部
五
十
二
冊
四
千
二
百
八
十

六
頁
）
の
編
修
を
終
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

本
実
録
の
体
裁
は
初
め
英
照
皇
太
后
実
録
・
昭
憲
皇
太
后
実
録

（
未
定
稿
）
等
の
先
例
に
倣
つ
て
編
年
史
料
体
に
拠
る
こ
と
と
い

た
し
ま
し
た
。
然
る
に
編
修
の
途
中
に
於
て
大
正
天
皇
実
録
の

如
き
叙
述
体
実
録
の
編
修
を
も
要
望
さ
れ
た
た
め
、
編
年
史
料

体
の
実
録
の
外
に
、
そ
の
本
文
の
み
を
抄
出
・
印
書
し
て
抄
本

を
作
成
し
、
之
を
以
て
叙
述
体
実
録
に
代
え
る
こ
と
と
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。

上
述
の
実
録
正
本
と
は
こ
の
編
年
史
料
体
実
録
を
指
し
、
抄
本

と
は
即
ち
叙
述
体
実
録
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
但
し

こ
の
よ
う
な
体
裁
を
採
つ
た
た
め
、
本
文
の
記
述
を
叙
述
体
に

倣
つ
て
な
る
べ
く
詳
密
に
し
、
又
便
宜
記
事
の
合
叙
を
工
夫
す

る
等
の
措
置
を
執
ら
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
新
た
な
印
書
功
程
の
追
加
と
相
俟
つ
て
編
修
期
間
延
長
の

主
因
と
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
然
し
な
が
ら
こ
の
操
作
に
よ

り
、
却
つ
て
叙
述
体
実
録
の
別
途
編
修
の
重
複
を
避
け
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
つ
て
、
実
際
に
は
編
修
期
間
の
著
し
い
短
縮

と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。

本
実
録
の
内
容
は
貞
明
皇
后
御
一
代
凡
そ
六
十
有
八
年
の
長
き

に
亘
り
、
収
載
し
た
事
項
も
御
起
居
以
下
公
私
の
御
動
静
の
殆

ん
ど
全
般
に
及
び
、
更
に
御
風
尚
・
御
趣
味
を
始
め
御
逸
事
等

を
も
努
め
て
採
録
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め
採
録
記
事
は
凡

そ
一
万
二
千
件
の
多
数
に
達
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
従
前
の

皇
后
実
録
が
主
要
な
御
事
歴
の
一
斑
を
摘
録
す
る
に
止
ま
つ
た

の
と
著
し
く
異
な
る
点
で
あ
つ
て
、
本
実
録
は
従
前
の
も
の
に

比
べ
て
最
も
完
備
し
た
皇
后
実
録
で
あ
る
こ
と
を
確
信
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
但
し
本
文
の
執
筆
に
当
つ
て
は
皇
后
の
御
事

歴
が
余
り
に
広
汎
且
つ
豊
富
な
た
め
、
其
の
間
脱
漏
の
こ
と
な

き
を
保
せ
ず
、
叙
述
も
亦
必
ず
し
も
万
全
で
な
く
、
皇
后
の
御

盛
徳
を
充
分
に
伝
え
得
な
か
つ
た
か
を
虞
れ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

次
に
資
料
の
蒐
集
に
つ
い
て
は
遺
漏
の
な
い
よ
う
最
も
意
を
用

い
ま
し
た
。
即
ち
当
庁
所
蔵
の
公
文
書
類
及
び
側
近
女
官
の
公

日
記
で
あ
る
典
侍
日
記
を
採
録
し
て
根
本
史
料
と
為
し
、
こ
の

他
庁
外
諸
方
面
に
亘
つ
て
力
の
及
ぶ
限
り
資
料
を
渉
猟
し
、
更
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に
一
般
図
書
・
雑
誌
・
新
聞
等
の
利
用
を
も
図
つ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
結
果
、
採
録
資
料
の
総
枚
数
は
六
万
六
千
七
百
九

十
枚
を
算
え
、
又
資
料
の
採
訪
箇
所
も
旧
側
近
奉
仕
者
・
御
縁

故
者
及
び
行
啓
先
の
官
公
衙
・
社
寺
・
学
校
・
会
社
或
は
養

蚕
・
救
癩
・
灯
台
そ
の
他
の
関
係
諸
団
体
等
二
百
箇
所
の
多
数

に
上
り
、
多
大
の
成
果
を
収
め
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
然
し

な
が
ら
一
面
に
於
て
大
正
年
間
の
皇
后
宮
職
日
記
、
行
啓
録
、

戦
前
の
皇
太
后
宮
職
日
記
の
如
く
戦
災
の
た
め
焼
失
し
た
公
文

書
類
や
、
亡
佚
し
た
資
料
も
尠
く
な
か
つ
た
こ
と
は
甚
だ
遺
憾

と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

顧
み
れ
ば
本
実
録
の
編
修
に
著
手
し
て
よ
り
七
年
有
余
、
其
の

間
少
数
の
編
修
課
員
を
以
て
最
大
の
成
果
を
発
揮
す
る
こ
と
は

最
も
苦
心
を
要
し
た
所
で
あ
り
ま
す
が
、
幸
に
各
方
面
の
協
力

を
も
得
て
、
こ
ゝ
に
概
ね
所
期
の
成
績
を
収
め
得
た
の
で
あ
り

ま
す
。
な
お
本
実
録
に
附
属
す
べ
き
御
年
譜
は
目
下
印
書
中
で
、

そ
の
完
成
は
参
考
資
料
類
の
整
備
と
共
に
残
務
期
間
に
譲
る
こ

と
を
御
諒
承
願
い
ま
す
。

　

昭
和
三
十
四
年
三
月　

日　

書
陵
部
長　

西　

原　

英　

次

　

な
お
、「
御
年
譜
」
は
、
同
年
一
二
月
八
日
に
天
皇
皇
后
及
び
皇

太
子
へ
奉
呈
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
年
譜
作
成
の
基
本
的
な

基
準
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
み
た
い
。
既

述
し
た
「
編
修
経
過
」
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
年
譜
に
つ
い
て
は
昭
和

三
一
年
二
月
一
〇
日
付
で
「
貞
明
皇
后
年
譜
編
修
要
綱
」
が
作
製
さ

れ
て
い
る
の
で
、
左
に
そ
れ
を
掲
げ
る
。

（
表
紙
）
貞
明
皇
后
年
譜
編
修
要
綱
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
十
日

作　
　
　
　
　
　
　
　

製
）

（
本
文
）　

貞
明
皇
后
年
譜
編
修
要
綱

年
譜
は
貞
明
皇
后
実
録
の
附
録
と
し
て
編
纂
し
、
記
載
事
項
の

内
容
範
囲
及
び
記
述
の
形
式
は
次
に
掲
げ
る
以
外
は
実
録
編
修

要
綱
に
準
拠
す
る
。

Ⅰ
記
載
事
項

　

一
、
朝
儀
・
祭
祀
等

　
　
　

行
事
の
名
称
と
皇
后
の
主
要
な
御
行
実
の
み
を
記
す
。

　

二
、
行　

啓

　
　
　
　

1
行
啓
箇
所
と
主
要
な
御
行
動
の
み
を
記
す
。

　
　
　
　

2
行
啓
先
の
御
泊
所
は
之
を
記
す
。

　

三
、
御
会
食
・
御
陪
食

　
　
　
　

1
附
属
的
な
御
会
食
・
御
陪
食
は
記
さ
な
い
。

　
　
　
　

2�

御
会
食
・
御
陪
食
の
人
名
は
主
な
る
も
の
を
記
す
。

　

四
、
御
対
面
・
賜
謁

　
　
　

附
属
的
に
行
わ
れ
る
も
の
は
記
さ
な
い
。

　

五
、
御
使
差
遣

　
　
　
　

1�
御
使
の
人
名
は
記
さ
な
い
。
但
し
必
要
の
場
合
は
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姓
と
官
名
を
以
て
略
記
す
る
。

　
　
　
　

2
贈
賜
の
た
め
の
み
の
御
使
は
記
さ
な
い
。

　

六
、
御　

代　

拝

　
　
　

御
代
拝
の
奉
仕
者
は
御
名
代
の
外
は
記
さ
な
い
。

　

七
、
贈　

賜

　
　
　
　

1�

社
寺
の
御
参
拝
・
御
代
拝
に
伴
ふ
幣
帛
香
華
料
は

記
さ
な
い
。

　
　
　
　

2�

慶
事
の
贈
賜
は
本
人
に
対
す
る
も
の
ゝ
み
を
記
す
。

　
　
　
　

3
間
接
的
賜
与
も
単
に
下
賜
と
し
て
こ
れ
を
記
す
。

　
　
　
　

4�

贈
賜
の
品
目
は
な
る
べ
く
抽
象
的
に
表
記
し
、
金

額
数
量
等
は
記
さ
な
い
。

　

八
、
御
同
伴
の
御
方

　
　
　

�

皇
后
の
御
行
実
の
御
同
伴
者
に
つ
い
て
は
大
正
天
皇
及

び
天
皇
・
皇
后
・
摂
政
以
外
は
之
を
記
さ
な
い
。

Ⅱ
記
述
の
形
式

一
、�

年
毎
に
年
次
を
首
記
し
、
そ
の
下
に
皇
后
の
御
数
へ
歳

を
（ 

）
を
以
て
附
記
し
、
上
部
に
月
日
を
掲
げ
、
下

部
に
記
事
を
記
す
。

二
、�

記
事
は
各
々
日
に
係
け
て
な
る
べ
く
簡
略
に
記
述
し
、

同
日
に
二
箇
以
上
の
事
項
あ
る 

時
は
各
事
項
毎
に
改

行
す
る
。

三
、�

日
の
不
明
な
事
項
に
し
て
、
月
若
し
く
は
年
の
判
明
す

る
も
の
は
是
月
、是
歳
と
し
て
記
載
す
る
。但
し
他
の

日
に
関
連
す
る
事
項
の
あ
る
も
の
は
そ
の
条
に
併
記
す

る
。

　

四
、
人
名
の
記
述

　
　
　
　

1�

人
名
に
は
そ
の
年
の
初
出
に
適
当
な
官
公
職
名
乃

至
爵
位
・
前
官
公
職
名
・
位
階
・
勲
等
を
冠
す
る
。

再
出
以
後
は
姓
と
前
出
の
官
公
職
名
・
爵
位
・
前

官
公
職
名
を
以
て
略
称
し
、
位
階
・
勲
等
の
み
を

有
す
る
者
は
姓
名
を
記
す
。

　
　
　
　

2�

官
公
職
な
き
夫
人
の
名
に
は
、
そ
の
年
の
初
出
に

配
偶
者
の
氏
名
（
前
項
に
よ
り
適
当
な
肩
書
を
附
す
）

を
冠
し
、
再
出
以
後
は
姓
名
の
み
を
記
す
。

　
　
　
　

3�

漢
字
を
用
ひ
な
い
外
国
人
名
は
姓
の
み
を
記
し
官

公
職
名
あ
る
も
の
は
こ
れ
を
冠
し
、
夫
人
若
し
く

は
子
女
は
単
に
某
妻
、
某
男
等
と
記
す
。

五
、�

漢
字
を
用
ひ
な
い
外
国
名
の
中
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ

カ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
ロ
シ
ア
に
つ

い
て
は
英
・
米
・
仏
・
独
・
伊
・
露
の
略
称
を
用
ひ
る
。

六
、�

地
名
は
原
則
と
し
て
町
村
名
に
は
府
県
名
の
み
を
冠
し
、

市
名
に
は
之
を
冠
し
な
い
。

七
、�
陵
墓
名
は
そ
の
名
に
よ
ら
す
御
方
名
に
「
陵
」「
墓
」

を
附
し
て
表
記
す
る
。
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八
、�

そ
の
他
の
固
有
名
詞
の
表
記
も
な
る
べ
く
簡
略
に
従
ふ
。

　

つ
い
で
、
昭
和
三
四
年
一
月
付
で
「
貞
明
皇
后
年
譜
例
文
集
成
」

が
作
成
さ
れ
、
年
譜
原
案
の
修
訂
に
力
が
注
が
れ
た
。「
貞
明
皇
后

年
譜
例
文
集
成
」
は
、
か
な
り
長
文
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
の
構

成
だ
け
を
記
す
と
「
御
一
身
」、「
朝
儀
・
祭
祀
等
」、「
行
啓
」、「
御

会
食
等
」、「
賜
謁
」、「
御
使
差
遣
」、「
御
代
拝
」（
但
し
例
文
な
し
）、

「
贈
賜
」、「
御
同
伴
の
御
方
」（
但
し
例
文
な
し
）、「
人
名
」、「
其
他
」

に
わ
け
て
い
る
。

　

さ
て
最
後
で
は
あ
る
が
、
編
修
が
完
了
し
た
「
貞
明
皇
后
実
録
」

関
係
の
諸
史
料
を
確
認
し
た
い
。

貞
明
皇
后
実
録
成
績
一
覧　
　
　
　

部
数

冊　

数

備　

考

実
録
（
正
本
）
一
部
　

二
九
三
冊

総
枚
数　

七
六
、
四
八
二
枚

書
陵
部
保
管

実
録
（
抄
本
）
五
部
　

二
六
〇
冊

一
部
ノ
頁
数　

四
、二
八
六
頁

（
一
部　

五
二
冊
）

天
皇
皇
后
両
陛
下
皇
太
子
殿
下

捧
呈
用
三
部
、
長
官
々
房
配
置

用
一
部
、
書
陵
部
保
存
兼
事
務

用
一
部

年
譜

六
部
　
　

三
六
冊

一
部
ノ
頁
数　

一
、一
七
〇
頁

（
一
部　

六
冊
）
実
録
正
本
一
部
抄
本
五
部
ニ

夫
々
附
属

御
事
蹟
談
話
集
二
部
　

三
〇
冊

一
部
ノ
頁
数　

一
、二
八
二
頁

（
一
部　

一
五
冊
）
聴
取
件
数　

七
五
件

編
修
課
長
保
管

参
考
資
料

　

八
三
冊

計　

七
〇
二
冊

お
わ
り
に

　
「
貞
明
皇
后
実
録
」
は
、「
昭
憲
皇
太
后
実
録
（
（
（

」
よ
り
先
に
編
修
さ

れ
た
た
め
、「
昭
憲
皇
太
后
実
録
」
の
編
修
上
、
重
要
な
意
味
を
持

つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
点
も
含
め
て
、
両
皇
后
実
録
は
、
近

代
の
皇
后
の
実
録
を
ど
の
よ
う
に
編
修
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
お

い
て
同
じ
問
題
意
識
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。
即
ち
、
御
二
方
の

皇
后
の
御
生
涯
に
は
近
代
日
本
の
歴
史
的
課
題
そ
の
も
の
が
色
濃
く

投
影
し
て
い
る
。
尤
も
御
二
方
の
皇
后
の
そ
れ
は
、
同
じ
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
違
い
を
ど
の
よ
う
に
描
く
か
は
、
ま
さ
に
御
二
方
の
皇

后
の
歴
史
的
使
命
と
役
割
を
史
書
の
中
で
確
定
し
て
い
く
こ
と
で
も

あ
る
。

　
「
貞
明
皇
后
実
録
」
は
、
皇
后
の
実
録
と
い
う
性
格
か
ら
政
治
的

な
面
を
前
面
に
出
し
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
実
録
を
丁
寧
に
読
み
込

ん
で
い
く
と
、
と
て
も
勉
強
に
な
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
の

御
生
涯
は
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
と
い
う
激
し

く
揺
れ
動
く
近
代
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
、
皇
室
内
の
問
題
は
言
う

に
及
ば
ず
、
大
正
天
皇
を
支
え
ら
れ
、
ま
た
昭
和
天
皇
と
の
関
係
、

さ
ら
に
は
皇
族
へ
の
対
応
な
ど
を
知
る
に
つ
け
て
も
、
皇
后
が
常
に
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鋭
い
問
題
意
識
を
持
た
れ
て
重
要
な
役
割
を
担
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
。
貞
明
皇
后
の
御
生
涯
に
は
近
代
日
本
を
学
ぶ
上
で
決

し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

　

貞
明
皇
后
は
、「
明
治
」
と
い
う
時
代
が
創
り
上
げ
た
新
し
い

「
皇
室
」
を
継
承
し
つ
つ
も
、
時
代
の
変
化
を
洞
察
し
、
対
応
力
を

模
索
し
な
が
ら
、
将
来
に
伝
え
て
い
く
こ
と
を
強
く
意
識
さ
れ
て
い

た
。
特
に
大
正
天
皇
の
治
政
問
題
、
皇
太
子
裕
仁
親
王
の
御
結
婚
問

題
及
び
御
洋
行
問
題
、
関
東
大
震
災
時
に
お
け
る
皇
室
の
対
応
問
題
、

昭
和
戦
前
期
の
政
治
・
外
交
問
題
な
ど
、
い
ず
れ
も
皇
室
の
存
立
に

関
わ
る
重
要
な
問
題
と
認
識
し
て
対
応
さ
れ
て
い
る
。
貞
明
皇
后
の

研
究
は
、
ま
さ
に
近
代
日
本
の
歴
史
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
意
味

が
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
「
貞
明
皇
后
実
録
」
は
、
皇
后
の
御
生
涯

を
知
る
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
日
本
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
上
で
高

い
価
値
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
、
皇
后
の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
活
発
で

は
な
い
。
こ
れ
で
は
近
代
日
本
の
歴
史
を
真
に
理
解
し
て
い
る
と
は

言
い
難
い
。

　

既
述
し
た
よ
う
に
現
在
、「
貞
明
皇
后
実
録
」
は
、
宮
内
公
文
書

館
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。
関
連
資
料
が
少
な
い
分
、
実
録
そ
の
も
の

を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
近
代
の
皇
后
と
し
て
の
実
録
と
し
て
、
ま

た
、
史
書
と
し
て
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
そ
の
御
生
涯
に
対
し
て
深
い
識
見
と
理
解
を
寄
せ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

今
後
、「
貞
明
皇
后
実
録
」
が
刊
行
さ
れ
て
国
内
外
の
人
々
が
利

活
用
し
、
ま
た
併
せ
て
宮
内
公
文
書
館
所
蔵
に
な
る
御
集
を
は
じ
め

と
す
る
関
係
諸
史
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
貞
明
皇
后
の
よ
り
総
合

的
な
研
究
が
で
き
る
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

注（1
）　

主
婦
の
友
社
編
『
貞
明
皇
后
』（
主
婦
の
友
社
、
一
九
七
一
年
）、

筧
素
彦
『
今
上
陛
下
と
母
宮
貞
明
皇
后
』（
日
本
教
文
社
、
一
九

八
七
年
）
な
ど
。

（
2
）　

片
野
真
佐
子
『
皇
后
の
近
代
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
工
藤

美
代
子
『
母
宮
貞
明
皇
后
と
そ
の
時
代
』（
中
央
公
論
新
社
、
二

〇
〇
七
年
）、
同
『
国
母
の
気
品　

貞
明
皇
后
の
生
涯
』（
清
流
出

版
、
二
〇
〇
八
年
）、
小
田
部
雄
次
『
昭
憲
皇
太
后
・
貞
明
皇
后

―
一
筋
に
誠
を
も
ち
て
仕
へ
な
ば
―
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
貞
明
皇
后
の
御
集
に
関
す
る

も
の
も
か
な
り
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
こ
と
で
あ

る
。

（
3
）　

本
稿
で
の
史
料
引
用
は
、
基
本
的
に
常
用
漢
字
を
用
い
た
。
ま
た
、

合
わ
せ
字
な
ど
は
開
く
こ
と
に
し
た
。

（
4
）　
「
典
侍
日
記
」（
草
稿
本
・
清
書
本
）
の
借
用
は
、
何
回
か
に
わ
た

り
な
さ
れ
、
日
付
を
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
、
第
一
回
（
明
治

年
間
・
昭
和
二
八
年
七
月
二
日
調
査
）
は
、「
清
書
本
」（
明
治
三

三
年
～
四
五
年
）、「
草
稿
本
」（
明
治
三
三
年
～
四
五
年
）、
第
二

回
（
大
正
年
間
・
昭
和
二
八
年
七
月
二
日
調
査
）
は
、「
清
書
本
」

（
大
正
元
年
～
一
五
年
）、「
葉
山
行
幸
啓
日
誌
」（
大
正
五
年
・
同

七
年
～
一
五
年
）、「
沼
津
行
幸
啓
日
誌
」（
大
正
九
年
・
一
〇
年
、
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大
正
一
二
年
～
一
四
年
）、「
草
稿
本
」
の
「
御
日
記
仮
留
」（
明

治
四
〇
年
、
同
四
三
年
～
四
五
年
、
大
正
元
年
～
三
年
、
同
八
年
）、

「
葉
山
御
滞
在
中
御
日
記
仮
留
」（
大
正
五
年
、
同
七
年
～
一
二
年
、

同
一
五
年
）、「
沼
津
御
滞
在
中
御
日
記
仮
留
」（
大
正
九
年
～
一

四
年
）、「
日
光
御
滞
在
中
御
日
記
仮
留
」（
大
正
五
年
、
同
八
年

～
一
四
年
）、「
塩
原
御
日
記
」（
大
正
一
〇
年
）、「
東
宮
妃
時
代

書
付
」
な
ど
が
あ
る
。
昭
和
期
の
も
の
は
昭
和
二
九
年
一
一
月
二

九
日
及
び
同
三
三
年
一
月
二
九
日
に
借
用
し
て
い
る
。

（
5
）　
「
貞
明
皇
后

実
録　

　

資
料
目
録
」
に
よ
る
と
、「
侍
従
日
記
」
は
、
侍
従
職

か
ら
大
正
九
年
～
一
五
年
の
間
の
も
の
を
借
用
し
て
い
る
。

（
6
）　

右
「
貞
明
皇
后

実
録　

　

資
料
目
録
」
に
よ
る
と
、
引
継
は
①
昭
和
二
六
年

八
月
二
九
日
、
②
九
月
二
九
日
、
③
一
一
月
四
日
、
④
同
二
七
年

二
月
二
九
日
の
四
回
で
あ
る
。
但
し
、
一
部
不
開
示
と
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
あ
く
ま
で
も
閲
覧
を
許
さ
れ
た
範
囲
で

あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。
内
容
は
、
全
体
的
に
み
る
と
行

啓
・
贈
賜
・
進
退
・
例
規
・
日
記
関
係
が
中
心
で
あ
る
が
、
①
は

「
侍
医
日
録
」
な
ど
、
②
は
供
御
録
・
回
議
書
綴
（
贈
賜
・
供
御

な
ど
）
な
ど
、
③
は
「
行
啓
録
」・「
典
式
録
」・「
皇
親
録
」・「
例

規
録
」
な
ど
、
④
は
「
重
要
雑
録
」・「
結
婚
録
（
昭
和
三
年
）」・

「
癩
関
係
書
類
綴
」
な
ど
を
中
心
と
す
る
。

（
7
）　
「
貞
明
皇
后
実
録
関
係
1　

実
録
編
修
録
」。
な
お
、
上
記
の
史
料

に
は
「
編
修
要
綱
（
案
）
補
遺
」（
昭
和
二
九
年
五
月
六
日
・
五

月
一
三
日
・
五
月
二
九
日
審
議
）
と
題
す
る
も
の
が
収
め
ら
れ
て

お
り
、
新
た
な
要
綱
を
確
定
し
て
い
く
上
で
ど
の
よ
う
な
点
が
問

題
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
上
で
一
助
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
8
）　

昭
憲
皇
太
后
の
実
録
編
修
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
昭
憲
皇
太
后

実
録
』
の
編
修
に
つ
い
て
」（『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』
復
刊

第
五
〇
号
）
を
参
照
。

（
大
正
大
学
文
学
部
教
授
）
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「
貞
明
皇
后
実
録
」関
係
史
料
一
覧

識別番号
史
料
名

作
成
年

作
成
部
局

冊
数

備
考

1
27613

貞
明
皇
后
実
録
関
係
１
　
実
録
編
修
録
　
昭
和
三
〇
年
～

昭
和
30年

書
陵
部
編
修
課

1冊
2

27614
貞
明
皇
后
実
録
関
係
２
　
出
張
録

書
陵
部
編
修
課

1冊
3

27615
貞
明
皇
后
実
録
編
修
録
、貞

明
皇
后
実
録
史
料
目
録
、貞

明
皇
后
実
録
関
係
３
　
要
談
話
聴
取
者
名
簿
、

昭
憲
皇
太
后
実
録
関
係
、（
昭
憲
皇
太
后
）実

録
関
係
照
会
綴

書
陵
部
編
修
課

1冊

4
29333

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
・
関
係
者
談
話
聴
取（

控
）

昭
和
40年

書
陵
部
編
修
課

1冊
5

29334
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
・
関
係
者
談
話
聴
取（

資
料
）

昭
和
40年

書
陵
部
編
修
課

1冊
6

64312
自
昭
和
26年

至
同
28年

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
材
料（

雑
紙
購
入
・
用
紙
印
刷
・
ガ
ソ
リ
ン
請
求
）書

陵
部
庶

務
係

昭
和
26～
28年

書
陵
部
図
書
課

1冊

7
67600

昭
和
26年

度
貞
明
皇
后
実
録
費
人
夫
賃
　
書
陵
部

昭
和
26年

書
陵
部
図
書
課

1冊
8

71001～
71052

貞
明
皇
后
実
録
　
巻
１
～
巻
５
２（

奉
呈
本
）

昭
和
34年

編
修
課
貞
明
皇
后

実
録
編
纂
部
編

52冊
昭
和
34年 （

タ
イ
プ
）

9
71053～

71058
貞
明
皇
后
実
録
　
貞
明
皇
后
年
譜
１
～
６（

奉
呈
本
）

昭
和
34年

編
修
課
貞
明
皇
后

実
録
編
纂
部
編

6冊
昭
和
34年 （

タ
イ
プ
）

10
71059～

71110
貞
明
皇
后
実
録
　
巻
１
～
巻
５
２

昭
和
34年

編
修
課
貞
明
皇
后

実
録
編
纂
部
編

52冊
昭
和
34年 （

タ
イ
プ
）

11
71111～

71116
貞
明
皇
后
実
録
貞
明
皇
后
年
譜
１
～
６

昭
和
34年

編
修
課
貞
明
皇
后

実
録
編
纂
部
編

6冊
昭
和
34年 （

タ
イ
プ
）

12
82001～

82293
貞
明
皇
后
実
録
　
稿
本
1～

稿
本
293

昭
和
34年

編
修
課
貞
明
皇
后

実
録
編
纂
部
編

293冊
昭
和
34年

13
82294～

82299
貞
明
皇
后
実
録
　
稿
本
294～

299　
貞
明
皇
后
年
譜
　
1～

6
昭
和
34年

編
修
課
貞
明
皇
后

実
録
編
纂
部
編

6冊
昭
和
34年

14
84161～

84188
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
1～

28　
第
1～

第
28

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

28冊
昭
和
34年

15
84189

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
29　

第
29大

正
9～

14
昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

16
84190

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
30　

第
29大

正
13京

都
・

大
阪
行
啓

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

17
84191

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
31　

第
29大

正
13　

診
療

関
係
行
啓

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

18
84192

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
32　

第
29昭

和
4～

15
昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

19
84193

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
33　

第
29昭

和
12　

関
西

行
啓
1

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

20
84194

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
34　

第
29昭

和
12　

関
西

行
啓
2

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年
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21
84195

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
35　

第
29昭

和
16～

26
昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

22
84196

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
36　

第
29昭

和
21～

24
昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

23
84197

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
37　

第
29昭

和
25

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

24
84198

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
38　

第
29昭

和
24～

25
昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

25
84199

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
39　

第
29時

事
新
報
夕
刊

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

26
84200

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
40　

第
29毎

日
新
聞
昭
和

26､5､18～
昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

27
84201

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
41　

第
29読

売
新
聞

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

28
84202

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
42　

第
29朝

日
新
聞（

大
阪
）

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

29
84203

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
43　

第
29東

京
新
聞
夕
刊

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

30
84204

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
44　

第
29朝

日
新
聞（

東
京
）

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

31
84205

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
45　

第
30

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

32
84206

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
新
聞
、雑

誌
、写

真
等
46　

第
31

昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
34年

33
84207～

84224
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
大
宮
御
所
引
継
書
類
1～

18
昭
和
34年

書
陵
部
編
修
課

18冊
昭
和
34年

34
84225～

84228
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
中
田
直
慈
在
職
日
誌
1～

4
昭
和
28年

書
陵
部
編
修
課

4冊
昭
和
28年 （

墨
筆
）

35
84229～

84230
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
吉
田
鞆
子
手
記
1～

2
昭
和
31年

書
陵
部
編
修
課

　
2冊

昭
和
31年 （

ペ
ン
）

36
84231

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
貞
明
皇
后
行
啓
記（

大
森
鐘
一
紀
行
）大

森
鐘
一

記
昭
和
31年

書
陵
部
編
修
課
　

　
　
1冊

昭
和
31年

写 （
ペ

ン
）

37
78825～

78827
貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
皇
儲
紀
略
1～

3桑
野
鋭
編

昭
和
28年

書
陵
部
編
修
課

3冊
昭
和
28年

写 （
墨

書
）

38
79959

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
貞
明
皇
后
御
歌
筧
克
彦
所
蔵
歌

昭
和
28年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和

28年
写 （

タ
イ

プ
）

39
79960

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
皇
太
后
陛
下
松
坂
行
啓
誌
松
坂
市
役
所
編

昭
和
27年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
27年

写 （
ペ

ン
）

40
79961

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
神
な
が
ら
の
道
御
進
講
日
割
筧
克
彦
著

書
陵
部
編
修
課

1冊
墨
書
　
自
筆
か

41
79962

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
貞
明
皇
后
を
偲
び
奉
り
て
原
泰
一
著

昭
和
28年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
28年

写 （
ペ

ン
）

42
79963

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
大
森
鐘
一
職
事
留
大
正
13年

～
昭
和
2年

大
森

鐘
一
記

昭
和
31年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
31年

写 （
ペ

ン
）

43
79964

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
秋
泉
御
茶
室
日
記
東
久
世
秀
雄
記

昭
和
27年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
27年

写 （
ペ

ン
）

44
79965

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
小
野
八
千
雄
覚
書
小
野
八
千
雄
記

昭
和
26年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
26年

写 （
ペ

ン
）

45
79966

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
公
家
言
葉
集
存
　
同
追
加
吉
田
鞆
子
記

昭
和
31年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
31年

写 （
ペ

ン
）

46
79967

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
天
台
烏
薬
育
成
日
記
　
抄
出
江
畑
猶
之
允
、吉

田
佐
十
郎
記

昭
和
29年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
29年

写 （
ペ

ン
）

47
79968

貞
明
皇
后
実
録
編
纂
資
料
　
貞
明
皇
后
関
係
切
抜
帳
　
東
寺
行
啓
記
事
東
寺
回
答

昭
和
30年

書
陵
部
編
修
課

1冊
昭
和
30年

原
本


